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　5月2日に開催されたFC岐阜「笠松町ホームタウン
デー」。ジュニアスペシャルマッチでは、松枝サッカー
スポーツ少年団の子どもたちが参加しました。写真は
懸命にボールを追いかけている一幕です。憧れのスタ
ジアムで日ごろの練習の成果を発揮しました。
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「こんにちは」コーナーの「こんにちは」コーナーの
赤ちゃんを募集します赤ちゃんを募集します
「こんにちは」コーナーの
赤ちゃんを募集します
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Hello!Hello!Hello! 今月の笠松っ子です。
すくすく大きくな～れ！んん ちちここ にに ははんん ちちここ にに ははんん ちちここ にに ははん ちこ に は

応募対象

応募期限

令和7年8月生まれの赤ちゃん
6月22日（月） 応募はこちらから蜷

お喋り大好き笑顔いっぱいのきーちゃん♡
楽しい毎日をありがとう♡
元気にすくすく大きくなあれ！

（円城寺）
ちゃん

なかしま きほ

中島 令和7年6月10日生
中島 瞬・百栄さんの子葵帆

笑顔ニコニコな士綺くん！お兄ちゃんと仲良く過ごしてね♡♡

（田代）
くん

こもり しいき

小森 令和7年6月5日生
小森 俊輝・早希さんの子士綺

夏を迎える笠松の風物詩「みそぎ餅」の実演販売
はらえ

　本格的な夏を前にした「夏越しの祓」（毎年6月30日）に合わせて、今年も30日（火）限定で
実演販売します。
　みそぎ餅はやわらかい米粉生地でこし餡を包み、秘伝の味噌だれ
にごまを付けて焼く味わい深いお菓子です。
　半年間の無事に感謝し、残りの半年間も健康に過ごせるように
無病息災・除災招福を祈ります。

6月30日（火）午前9時ごろ～（売り切れ次第終了）
笠松中央交流センター　特設会場（玄関横デッキ下）
1パック5本入1,000円（1本200円）
※約5,000本準備予定
※予約販売は行っておりません 主催　笠松菓子組合

ホームページアドレス https://www.town.kasamatsu.gifu.jp/
●発行・編集／笠松町・企画DX課　〒５０１‐６１８１ 岐阜県羽島郡笠松町司町１  ☎058-388-1113  FAX.058-387-5816

販売日時
販売場所
販売価格

HPはこちら 公式ＬＩＮＥ

［外構工事・断熱窓・玄関工事の専門店］
～外構工事も合わせてご提案できます～
［外構工事・断熱窓・玄関工事の専門店］
～外構工事も合わせてご提案できます～
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母子保健推進員に感謝状贈呈

　4月30日、足立 さおりさんと伊藤 久美子さん
に、古田町長より感謝状の贈呈を行いました。足
立さんは10年間、伊藤さんは9年間、母子保健
推進員として、乳幼児の家庭訪問や健康診査
に携わるなど、町の母子保健の推進に尽力しま
した。

FC岐阜と笠松まちづくり
共創パートナー協定を締結しました

　4月21日、株式会社岐阜フットボールクラブ
（FC岐阜）とかさまつまちづくり共創パートナー
協定を締結しました。
　現在、サッカー教室や地域イベントへの参加、
ホームゲームを活用した町のPRなどを通して地
域に貢献いただいており、今後は、青少年の健
全育成や健康づくりに加え、グラウンドの整備・
活用に関する検討など、さらに多様な分野での
連携を進めていきます。

FC岐阜ホームタウンデーを開催しました
　5月2日、岐阜メモリアルセンターヒマラヤスタ
ジアム岐阜でFC岐阜の笠松町ホームタウンデ
ーが開催されました。
　松枝サッカースポーツ少年団の子どもたちは、

「ジュニアスペシャルマッチ」や「フラッグベア
ラー」に参加し、また、町としてはチームへ蹄鉄
クッキーの贈呈やブース出店をするなどのPRを
行いました。

「わがまちを災害から守る」使命を胸に　消防団入団式

　町消防団入団式が4月18日、笠松町役場で消防団員や関係者約60人が出席し行われました。
　式では古田町長から「町民の生命、財産を守るため、一日も早く立派な消防団員となられることを
期待しています」と式辞があり、伏屋団長からは新入団員と新役員に辞令が交付され、日頃の消防活
動に対する労をねぎらうとともに「自分たちの町は自分たちで守る」との訓示がありました。
　続いて、来賓の皆さんから祝辞があり、団員は防火・防災の誓いを新たにしました。

今年度入団者（敬称略）
第1分団　宮迫 友範　　第2分団　樋口 航成

　笠松町春季戦没者追悼式が4月28日、笠松・
松枝・下羽栗の各地域の会場でしめやかに行わ
れました。
　式には戦没者の遺族の皆さんや関係者の
方々が参列され、町長が「戦後80年という大き
な節目を越えた今、平和が当たり前のものではな
く、絶え間ない努力によって維持されるものであ
ることを痛感させられます。私たちは凄惨な歴史
を直視し、平和への誓いを次世代へ語り継ぐ責

務を全うし、誰もが安心して暮らせる町の発展に向け、たゆまぬ努力を傾けることをお誓い申し
上げます。」と式辞を述べました。
　続いて岐阜県知事代理、田中県議会議員、川島町議会議長の追悼の言葉のあと、参列者が
献花を行い、戦没者のめい福を祈り、平和への誓いを新たにしました。

戦没者のめい福を祈り　－春季戦没者追悼式－

　5月15日、令和8年度岐阜県各界功労者表彰が岐阜県庁で行われ、次の分野で活躍された皆さ
んが受賞されました。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（敬称略）

岐阜県各界功労者表彰受賞岐阜県各界功労者表彰受賞

【
【
【

市 町 村 行 政
健 康 衛 生
ボランティア善行

近藤 秀隆（元 農業委員会委員）※ご遺族が代理受領
松波 寿（現 社会医療法人蘇西厚生会　松波総合病院理事長）
笠松町赤十字奉仕団　下羽栗分団

Town Topics
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皆さんの身近な話題や出来事を教えてください。広報担当者が取材に伺います！
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母子保健推進員に感謝状贈呈

　4月30日、足立 さおりさんと伊藤 久美子さん
に、古田町長より感謝状の贈呈を行いました。足
立さんは10年間、伊藤さんは9年間、母子保健
推進員として、乳幼児の家庭訪問や健康診査
に携わるなど、町の母子保健の推進に尽力しま
した。

FC岐阜と笠松まちづくり
共創パートナー協定を締結しました

　4月21日、株式会社岐阜フットボールクラブ
（FC岐阜）とかさまつまちづくり共創パートナー
協定を締結しました。
　現在、サッカー教室や地域イベントへの参加、
ホームゲームを活用した町のPRなどを通して地
域に貢献いただいており、今後は、青少年の健
全育成や健康づくりに加え、グラウンドの整備・
活用に関する検討など、さらに多様な分野での
連携を進めていきます。

FC岐阜ホームタウンデーを開催しました
　5月2日、岐阜メモリアルセンターヒマラヤスタ
ジアム岐阜でFC岐阜の笠松町ホームタウンデ
ーが開催されました。
　松枝サッカースポーツ少年団の子どもたちは、

「ジュニアスペシャルマッチ」や「フラッグベア
ラー」に参加し、また、町としてはチームへ蹄鉄
クッキーの贈呈やブース出店をするなどのPRを
行いました。

「わがまちを災害から守る」使命を胸に　消防団入団式

　町消防団入団式が4月18日、笠松町役場で消防団員や関係者約60人が出席し行われました。
　式では古田町長から「町民の生命、財産を守るため、一日も早く立派な消防団員となられることを
期待しています」と式辞があり、伏屋団長からは新入団員と新役員に辞令が交付され、日頃の消防活
動に対する労をねぎらうとともに「自分たちの町は自分たちで守る」との訓示がありました。
　続いて、来賓の皆さんから祝辞があり、団員は防火・防災の誓いを新たにしました。

今年度入団者（敬称略）
第1分団　宮迫 友範　　第2分団　樋口 航成

　笠松町春季戦没者追悼式が4月28日、笠松・
松枝・下羽栗の各地域の会場でしめやかに行わ
れました。
　式には戦没者の遺族の皆さんや関係者の
方々が参列され、町長が「戦後80年という大き
な節目を越えた今、平和が当たり前のものではな
く、絶え間ない努力によって維持されるものであ
ることを痛感させられます。私たちは凄惨な歴史
を直視し、平和への誓いを次世代へ語り継ぐ責

務を全うし、誰もが安心して暮らせる町の発展に向け、たゆまぬ努力を傾けることをお誓い申し
上げます。」と式辞を述べました。
　続いて岐阜県知事代理、田中県議会議員、川島町議会議長の追悼の言葉のあと、参列者が
献花を行い、戦没者のめい福を祈り、平和への誓いを新たにしました。

戦没者のめい福を祈り　－春季戦没者追悼式－

　5月15日、令和8年度岐阜県各界功労者表彰が岐阜県庁で行われ、次の分野で活躍された皆さ
んが受賞されました。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（敬称略）

岐阜県各界功労者表彰受賞岐阜県各界功労者表彰受賞
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【
【

市 町 村 行 政
健 康 衛 生
ボランティア善行

近藤 秀隆（元 農業委員会委員）※ご遺族が代理受領
松波 寿（現 社会医療法人蘇西厚生会　松波総合病院理事長）
笠松町赤十字奉仕団　下羽栗分団
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令和8年度　町内会長のご紹介 65歳以上の方の介護保険料のお知らせ

〈敬称略〉　〇は新会長

町内会連合会・自主防災会協議会
総会　開催

■介護保険料額
所得段階 所得などの条件 保険料（年額）

■納付方法
　納付方法は、次の2とおりがあります。
①特別徴収（年金の年額が18万円以上の方）

年金から天引きされます。6月に決定した保険料の年額から本年4月、6月、8月の仮徴収分を
差し引いた額が10月以降の年金から3回に分けて天引きされます。
②普通徴収（年金から天引きされない方、満65歳になった時や他市町村から転入した時など）

納付書または口座振替により納付します。納付書で納付いただく場合、コンビニエンスストアで
の納付や、スマートフォン決済アプリ「PayPay」「PayB」での納付もできますのでご利用くだ
さい。

c健康介護課　☎388‐7171

　町と町民の皆さまのパイプ役となって、住みやすいまちづくりのためにご協力いただいている町内
会長をご紹介します。

町内会名 会 長 名 町内会名 会 長 名

松 栄 町 1 丁 目

松 栄 町 2 丁 目
松 栄 町 3 丁 目
緑 月 美 町
春日東陽常盤町
若 葉 町
西 金 池 町
奈 良 町
二 見 町
宮 川 町
八 幡 町
県 町
司 町
港 町
上 本 町
下 本 町
上 新 町
中 新 町
下 新 町
新 町
弥 生 町
清 住 町
美 笠 通 1 丁 目
美 笠 通 2 丁 目
美 笠 通 3 丁 目
友 楽 町
桜 町

○

○

○

○

○

○

○
○
○
○
○
○
○
○

瓢 町
西 宮 町
東 宮 町
西 町
柳 原 町
朝 日 町
泉 町
天 王 町
大 池 町
門 前 町
上 柳 川 町
下 柳 川 町
田 代 東
田 代 中
田 代 西
長 池 東
長 池 西
北 及 第 1
北 及 第 2
南 栄 町
北 門 間
中 門 間
下 門 間
円 城 寺
中 野
無 動 寺
江 川
米 野

○

○
○
○

○
○

笠
松
地
域

笠
松
地
域

松
枝
地
域

下
羽
栗
地
域

　町内会連合会・自主防災会協議会の総会が、
4月28日に開催されました。
　総会では、令和7年度事業報告や決算の承
認、令和8年度事業計画案・予算案の承認の
ほか役員の改選も行われました。

町内会長表彰
　町内会長表彰が4月28日に行われ、長年にわたり町内会長を務められ、町内会組織の発展など
に尽力された次の方に表彰状と記念品が贈られました。　　　　　　　　　　　　　 〈敬称略〉

【5年表彰】加藤 周志（天王町）

〈敬称略〉
会　長　松原 安雄（南栄町）
副会長　川島 裕　（奈良町）
副会長　岩田 光弘（下新町）
副会長　三田 博之（北門間）
副会長　森 　社　（米　野）
会　計　岩田 光弘（下新町）※副会長兼務
会　計　三田 博之（北門間）※副会長兼務

　介護保険制度は、社会全体で介護の負担を支える制度で、皆さんの保険料が大切な財源となっ
ています。介護保険料は、40歳から64歳の方は、皆さんが加入している健康保険に医療保険の保
険料と合わせて納めますが、65歳以上の方はお住いの市町村に納めます。
　町では、65歳以上の方の介護保険料を今年度の住民税の課税状況をもとに決定し、6月中旬に
介護保険料納入通知書を郵送します。
　介護が必要となったとき安心して介護保険のサービスが受けられるよう、保険料の納付にご理解
とご協力をお願いします。
　なお、令和7年度税制改正により、令和7年の給与所得控除の最低保証額が55万円から65万円
に引き上げられましたが、第9期介護保険事業計画（令和6年度から令和8年度）の事業運営に支障
が出ることを避けるため、令和8年度の介護保険料の算定に限り、給与収入が55万千円以上190
万円未満の方は、令和7年度までの基準に基づいた算定による保険料額となります。そのため、令和
8年度の住民税が非課税となった場合でも、介護保険料の所得段階は課税とみなす場合があります。
介護保険制度を持続するための措置となりますので、ご理解のほどよろしくお願いします。

第1段階

第2段階

第3段階

第4段階

第5段階

第6段階
第7段階
第8段階
第9段階
第10段階
第11段階
第12段階
第13段階

・生活保護を受給している人
・世帯全員が住民税非課税で、老齢福祉年金を受けている人または前年の課税
年金収入額と合計所得金額の合計が年間82万6,500円以下の人
・世帯全員が住民税非課税で、前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計が
年間82万6,500円超120万円以下の人
・世帯全員が住民税非課税で、前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計が
年間120万円超の人
・本人が住民税非課税で、世帯の中に住民税課税者がいる人で、前年の課税年
金収入額と合計所得金額の合計が年間82万6,500円以下の人
・本人が住民税非課税で、世帯の中に住民税課税者がいる人で、前年の課税年
金収入額と合計所得金額の合計が年間82万6,500円超の人
・本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が120万円未満の人
・本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が120万円以上210万円未満の人
・本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が210万円以上320万円未満の人
・本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が320万円以上420万円未満の人
・本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が420万円以上520万円未満の人
・本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が520万円以上620万円未満の人
・本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が620万円以上720万円未満の人
・本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が720万円以上の人

22,800円

38,800円

54,700円

71,900円

79,800円

95,800円
103,800円
119,700円
135,700円
151,700円
167,600円
183,600円
191,600円

奥　田　綾　子
伏　見　恵　子
村　上　博　克
伏　屋　　　智
安　藤　幹　敏
奥　田　清　保
山　岡　幸　彦
田　原　恭　一
川　島　　　裕
北　村　弘　之
長谷川　栄　一
杉　山　竹　久
杉　山　　　潤
岩　越　　　誠
吉　田　孝　之
原　　　英　司
駒　瀬　峰　潔
大　平　利　勝
安　井　基　之
岩　田　光　弘
加　藤　　　仁
山　本　　　隆
佐　藤　信　二
柳　瀬　良　昭
名　倉　一　成
小　澤　幸　彦
日比野　啓　己
虫　賀　靖　起

小　川　博　章
深　谷　和　広
青　井　宏　樹
小見山　弘　彦
内　堀　松　雄
清　水　範　昭
平　尾　貞　松
加　藤　周　志
田　中　栄　治
永　田　伸　二
五　島　博　文
川　﨑　智　志
吉　田　繁　之
石　神　喜　治
岡　松　邦　人
渡　邉　勝　博
山　田　誉　市
服　部　哲　直
古　田　喜久郎
松　原　安　雄
三　田　博　之
荒　川　忠　男
花　村　孝　逸
松　原　啓　二
杉　原　優　二
松　原　浩　司
松　原　雄　一
森　　　　　社

令和8年6月号
第1189号4 令和8年6月号

第1189号 5

C K C K



令和8年度　町内会長のご紹介 65歳以上の方の介護保険料のお知らせ

〈敬称略〉　〇は新会長

町内会連合会・自主防災会協議会
総会　開催

■介護保険料額
所得段階 所得などの条件 保険料（年額）

■納付方法
　納付方法は、次の2とおりがあります。
①特別徴収（年金の年額が18万円以上の方）

年金から天引きされます。6月に決定した保険料の年額から本年4月、6月、8月の仮徴収分を
差し引いた額が10月以降の年金から3回に分けて天引きされます。
②普通徴収（年金から天引きされない方、満65歳になった時や他市町村から転入した時など）

納付書または口座振替により納付します。納付書で納付いただく場合、コンビニエンスストアで
の納付や、スマートフォン決済アプリ「PayPay」「PayB」での納付もできますのでご利用くだ
さい。

c健康介護課　☎388‐7171

　町と町民の皆さまのパイプ役となって、住みやすいまちづくりのためにご協力いただいている町内
会長をご紹介します。

町内会名 会 長 名 町内会名 会 長 名

松 栄 町 1 丁 目

松 栄 町 2 丁 目
松 栄 町 3 丁 目
緑 月 美 町
春日東陽常盤町
若 葉 町
西 金 池 町
奈 良 町
二 見 町
宮 川 町
八 幡 町
県 町
司 町
港 町
上 本 町
下 本 町
上 新 町
中 新 町
下 新 町
新 町
弥 生 町
清 住 町
美 笠 通 1 丁 目
美 笠 通 2 丁 目
美 笠 通 3 丁 目
友 楽 町
桜 町

○

○

○

○

○

○

○
○
○
○
○
○
○
○

瓢 町
西 宮 町
東 宮 町
西 町
柳 原 町
朝 日 町
泉 町
天 王 町
大 池 町
門 前 町
上 柳 川 町
下 柳 川 町
田 代 東
田 代 中
田 代 西
長 池 東
長 池 西
北 及 第 1
北 及 第 2
南 栄 町
北 門 間
中 門 間
下 門 間
円 城 寺
中 野
無 動 寺
江 川
米 野

○

○
○
○

○
○

笠
松
地
域

笠
松
地
域

松
枝
地
域

下
羽
栗
地
域

　町内会連合会・自主防災会協議会の総会が、
4月28日に開催されました。
　総会では、令和7年度事業報告や決算の承
認、令和8年度事業計画案・予算案の承認の
ほか役員の改選も行われました。

町内会長表彰
　町内会長表彰が4月28日に行われ、長年にわたり町内会長を務められ、町内会組織の発展など
に尽力された次の方に表彰状と記念品が贈られました。　　　　　　　　　　　　　 〈敬称略〉

【5年表彰】加藤 周志（天王町）

〈敬称略〉
会　長　松原 安雄（南栄町）
副会長　川島 裕　（奈良町）
副会長　岩田 光弘（下新町）
副会長　三田 博之（北門間）
副会長　森 　社　（米　野）
会　計　岩田 光弘（下新町）※副会長兼務
会　計　三田 博之（北門間）※副会長兼務

　介護保険制度は、社会全体で介護の負担を支える制度で、皆さんの保険料が大切な財源となっ
ています。介護保険料は、40歳から64歳の方は、皆さんが加入している健康保険に医療保険の保
険料と合わせて納めますが、65歳以上の方はお住いの市町村に納めます。
　町では、65歳以上の方の介護保険料を今年度の住民税の課税状況をもとに決定し、6月中旬に
介護保険料納入通知書を郵送します。
　介護が必要となったとき安心して介護保険のサービスが受けられるよう、保険料の納付にご理解
とご協力をお願いします。
　なお、令和7年度税制改正により、令和7年の給与所得控除の最低保証額が55万円から65万円
に引き上げられましたが、第9期介護保険事業計画（令和6年度から令和8年度）の事業運営に支障
が出ることを避けるため、令和8年度の介護保険料の算定に限り、給与収入が55万千円以上190
万円未満の方は、令和7年度までの基準に基づいた算定による保険料額となります。そのため、令和
8年度の住民税が非課税となった場合でも、介護保険料の所得段階は課税とみなす場合があります。
介護保険制度を持続するための措置となりますので、ご理解のほどよろしくお願いします。

第1段階

第2段階

第3段階

第4段階

第5段階

第6段階
第7段階
第8段階
第9段階
第10段階
第11段階
第12段階
第13段階

・生活保護を受給している人
・世帯全員が住民税非課税で、老齢福祉年金を受けている人または前年の課税
年金収入額と合計所得金額の合計が年間82万6,500円以下の人
・世帯全員が住民税非課税で、前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計が
年間82万6,500円超120万円以下の人
・世帯全員が住民税非課税で、前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計が
年間120万円超の人
・本人が住民税非課税で、世帯の中に住民税課税者がいる人で、前年の課税年
金収入額と合計所得金額の合計が年間82万6,500円以下の人
・本人が住民税非課税で、世帯の中に住民税課税者がいる人で、前年の課税年
金収入額と合計所得金額の合計が年間82万6,500円超の人
・本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が120万円未満の人
・本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が120万円以上210万円未満の人
・本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が210万円以上320万円未満の人
・本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が320万円以上420万円未満の人
・本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が420万円以上520万円未満の人
・本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が520万円以上620万円未満の人
・本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が620万円以上720万円未満の人
・本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が720万円以上の人

22,800円

38,800円

54,700円

71,900円

79,800円

95,800円
103,800円
119,700円
135,700円
151,700円
167,600円
183,600円
191,600円

奥　田　綾　子
伏　見　恵　子
村　上　博　克
伏　屋　　　智
安　藤　幹　敏
奥　田　清　保
山　岡　幸　彦
田　原　恭　一
川　島　　　裕
北　村　弘　之
長谷川　栄　一
杉　山　竹　久
杉　山　　　潤
岩　越　　　誠
吉　田　孝　之
原　　　英　司
駒　瀬　峰　潔
大　平　利　勝
安　井　基　之
岩　田　光　弘
加　藤　　　仁
山　本　　　隆
佐　藤　信　二
柳　瀬　良　昭
名　倉　一　成
小　澤　幸　彦
日比野　啓　己
虫　賀　靖　起

小　川　博　章
深　谷　和　広
青　井　宏　樹
小見山　弘　彦
内　堀　松　雄
清　水　範　昭
平　尾　貞　松
加　藤　周　志
田　中　栄　治
永　田　伸　二
五　島　博　文
川　﨑　智　志
吉　田　繁　之
石　神　喜　治
岡　松　邦　人
渡　邉　勝　博
山　田　誉　市
服　部　哲　直
古　田　喜久郎
松　原　安　雄
三　田　博　之
荒　川　忠　男
花　村　孝　逸
松　原　啓　二
杉　原　優　二
松　原　浩　司
松　原　雄　一
森　　　　　社

令和8年6月号
第1189号4 令和8年6月号

第1189号 5

C K C K



処理状況
公開
部分公開
非公開
不存在
取り下げ
請求件数

件数
15
0
0
0
0
15

ふるさと納税返礼品開発に関する
補助金を創設しました
　ふるさと納税返礼品を活用した地場
産業の振興や、さらなる地域活性化を
図るため、返礼品の開発や改良に取り
組む事業者に対しての支援制度を創設
しました。申請方法など詳しくは以下まで
お問合せください。

教科書展示会
　検定教科書制度の実施にともな
う教科書の適正な採択のための展
示会を行います。
　教科書を広く公開することで、教
育関係者だけでなく保護者や一般
の方にも教科書や各教科の学習
内容への理解を深めていただくこ
とを目的としています。ぜひお越し
ください。

6月14日（日）～27日（土）
午前9時～午後4時30分
笠松中央交流センター
2階図書室

c羽島郡二町教育委員会
　☎245‐1133

小・中学生向け
令和8年度分英語検定料助成
　小・中学生の英語能力向上のため、実用英語技能
検定（1級から4級まで）の検定料を助成しています。

町内在住の小・中学生の保護者
令和8年度に実施された実用英語技能検定1級
から4級
※申請に合格・不合格は問いません。
検定料の半額（100円未満切捨て）
①オンライン申請
②申請書（役場企画DX課で
配布または町ホームページ
からダウンロード）に検定結
果の写しを添えて提出
令和9年3月31日（水）

e企画DX課　☎388‐1113

水道メーター交換のお知らせ
　計量法の定めにより有効期限（8年）を満了する水道メー
ターを定期的に交換しています。
　該当するご家庭には、事前にチラシでお知らせしますので、
メーターボックスの上や周りに物を置かないよう、ご協力くだ
さい。

6月10日（水）～9月30日（水）
20分程度（作業中は水道が使えません）
笠松町指定給水装置工事事業者　　費用　無料

c水道課　☎388‐1118

第12回特別弔慰金
　戦没者などの遺族に対する弔慰金の請求を受け付けています。請求期限を過ぎると、弔慰金を受
け取れなくなりますので、ご注意ください。
　なお、既に請求されている方は、国債が町に届くまでに時間を要しますので、お待ちください。

戦没者などの死亡当時の遺族で、令和7年4月1日において遺族年金などを受ける方がいな
い場合に、先順位の遺族1人に対して支給
額面27.5万円
※5年償還の記名国債により、毎年1回、年5.5万円ずつの支払い
令和10年3月31日

c福祉子ども課　☎388‐1116

e企画DX課　☎388‐1113

マイナンバーカードの2つの有効期限が
みなさんのカードの安全を守ります

デジタル庁
YouTube

チャンネル動画
デジタル庁
ウェブサイト

補助対象
事業

補助金額

・返礼品を新たに開発する事業
・既存商品を改良し返礼品とする

事業
・普及促進に関する事業
・開発または改良に必要な備品

購入に関する事業

補助対象経費の1/2
（上限25万円/件）

令和7年度
情報公開制度実施状況
公開状況

岐阜基地航空機救難
消防訓練
　万が一の航空機事故など発
生時の被害を最小限に止めるた
め、法律などで定められた訓練
を行います。ご理解のほどよろし
くお願いします。

6月18日（木）
（予備日6月19日（金））
午前5時20分～8時
岐阜基地内

c航空自衛隊岐阜基地渉外室
　☎382‐1101

防災行政無線の試験放送
　大地震などの災害や武力攻撃が発生した時、国からの緊急
情報を全国瞬時警報システム（Jアラート）から皆さんにお伝え
するため、試験放送を下記の日程で行います。各家庭の戸別
受信機と屋外スピーカーから訓練放送が一斉に流れますので、
この機会に災害などが発生した時の行動を再確認するとともに、
日頃の備えについて家庭内で話し合いましょう。
〈全国一斉情報伝達試験〉

〈緊急地震速報伝達試験〉

試験日時

放送内容

6月3日（水） 午前11時ごろ

「これは、Jアラートのテストです。」と3回繰り返し放送が流
れます。

試験日時

放送内容

6月17日（水） 午前10時ごろ

「緊急地震速報。大地震です。大地震です。これは訓練放送
です。」と3回繰り返し放送が流れます。

c総務課　☎388‐1111

6月はシートベルト・チャイルドシート着用強調月間

　シートベルトやチャイルドシートは、交通事故発生時の被害防
止や軽減に欠かすことができません。運転手はもちろん、同乗
者全員がシートベルトを着用する必要があります。全ての座席
で着用を習慣付けましょう。
　また、万が一の交通事故のとき、子どもを守れるのはチャイル
ドシートです。大切なお子さんを守るために、必ず着用しましょう。

▲オンライン
申請

はこちら

展示期間
時間
場所

対象者
検定

助成額
申請方法

申請期限

期間
時間
作業者

対象者

支給額

請求期限

日にち

時間
場所

お　知　ら　せ

Information Box 町からのお知らせ

従業員
 大募集

令和8年6月号
第1189号6 令和8年6月号

第1189号 7

C K C K



処理状況
公開
部分公開
非公開
不存在
取り下げ
請求件数

件数
15
0
0
0
0
15

ふるさと納税返礼品開発に関する
補助金を創設しました
　ふるさと納税返礼品を活用した地場
産業の振興や、さらなる地域活性化を
図るため、返礼品の開発や改良に取り
組む事業者に対しての支援制度を創設
しました。申請方法など詳しくは以下まで
お問合せください。

教科書展示会
　検定教科書制度の実施にともな
う教科書の適正な採択のための展
示会を行います。
　教科書を広く公開することで、教
育関係者だけでなく保護者や一般
の方にも教科書や各教科の学習
内容への理解を深めていただくこ
とを目的としています。ぜひお越し
ください。

6月14日（日）～27日（土）
午前9時～午後4時30分
笠松中央交流センター
2階図書室

c羽島郡二町教育委員会
　☎245‐1133

小・中学生向け
令和8年度分英語検定料助成
　小・中学生の英語能力向上のため、実用英語技能
検定（1級から4級まで）の検定料を助成しています。

町内在住の小・中学生の保護者
令和8年度に実施された実用英語技能検定1級
から4級
※申請に合格・不合格は問いません。
検定料の半額（100円未満切捨て）
①オンライン申請
②申請書（役場企画DX課で
配布または町ホームページ
からダウンロード）に検定結
果の写しを添えて提出
令和9年3月31日（水）

e企画DX課　☎388‐1113

水道メーター交換のお知らせ
　計量法の定めにより有効期限（8年）を満了する水道メー
ターを定期的に交換しています。
　該当するご家庭には、事前にチラシでお知らせしますので、
メーターボックスの上や周りに物を置かないよう、ご協力くだ
さい。

6月10日（水）～9月30日（水）
20分程度（作業中は水道が使えません）
笠松町指定給水装置工事事業者　　費用　無料

c水道課　☎388‐1118

第12回特別弔慰金
　戦没者などの遺族に対する弔慰金の請求を受け付けています。請求期限を過ぎると、弔慰金を受
け取れなくなりますので、ご注意ください。
　なお、既に請求されている方は、国債が町に届くまでに時間を要しますので、お待ちください。

戦没者などの死亡当時の遺族で、令和7年4月1日において遺族年金などを受ける方がいな
い場合に、先順位の遺族1人に対して支給
額面27.5万円
※5年償還の記名国債により、毎年1回、年5.5万円ずつの支払い
令和10年3月31日

c福祉子ども課　☎388‐1116

e企画DX課　☎388‐1113

マイナンバーカードの2つの有効期限が
みなさんのカードの安全を守ります

デジタル庁
YouTube

チャンネル動画
デジタル庁
ウェブサイト

補助対象
事業

補助金額

・返礼品を新たに開発する事業
・既存商品を改良し返礼品とする

事業
・普及促進に関する事業
・開発または改良に必要な備品

購入に関する事業

補助対象経費の1/2
（上限25万円/件）

令和7年度
情報公開制度実施状況
公開状況

岐阜基地航空機救難
消防訓練
　万が一の航空機事故など発
生時の被害を最小限に止めるた
め、法律などで定められた訓練
を行います。ご理解のほどよろし
くお願いします。

6月18日（木）
（予備日6月19日（金））
午前5時20分～8時
岐阜基地内

c航空自衛隊岐阜基地渉外室
　☎382‐1101

防災行政無線の試験放送
　大地震などの災害や武力攻撃が発生した時、国からの緊急
情報を全国瞬時警報システム（Jアラート）から皆さんにお伝え
するため、試験放送を下記の日程で行います。各家庭の戸別
受信機と屋外スピーカーから訓練放送が一斉に流れますので、
この機会に災害などが発生した時の行動を再確認するとともに、
日頃の備えについて家庭内で話し合いましょう。
〈全国一斉情報伝達試験〉

〈緊急地震速報伝達試験〉

試験日時

放送内容

6月3日（水） 午前11時ごろ

「これは、Jアラートのテストです。」と3回繰り返し放送が流
れます。

試験日時

放送内容

6月17日（水） 午前10時ごろ

「緊急地震速報。大地震です。大地震です。これは訓練放送
です。」と3回繰り返し放送が流れます。

c総務課　☎388‐1111

6月はシートベルト・チャイルドシート着用強調月間

　シートベルトやチャイルドシートは、交通事故発生時の被害防
止や軽減に欠かすことができません。運転手はもちろん、同乗
者全員がシートベルトを着用する必要があります。全ての座席
で着用を習慣付けましょう。
　また、万が一の交通事故のとき、子どもを守れるのはチャイル
ドシートです。大切なお子さんを守るために、必ず着用しましょう。

▲オンライン
申請

はこちら

展示期間
時間
場所

対象者
検定

助成額
申請方法

申請期限

期間
時間
作業者

対象者

支給額

請求期限

日にち

時間
場所

お　知　ら　せ

Information Box 町からのお知らせ

従業員
 大募集

令和8年6月号
第1189号6 令和8年6月号
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木曽川水系境川流域を「特定都市河川」及び「特定都市河川流域」に指定
　岐阜県では、令和8年6月1日付けで境川、新荒田川、岩戸川、岩地川の4河川からなる木曽川水系
境川流域を「特定都市河川」及び「特定都市河川流域」に県内で初めて指定します。
　市街地の密集する境川流域において、これまでの総合治水対策を活かしながら、今後の気候変動
による水災害の激甚化・頻発化が予測されることから流域のあらゆる関係者が協働して行う「流域治
水」の本格的実践に向け指定を実施します。
　指定後、宅地等以外の土地で行う1,000㎡以上の開発など、雨水の浸透を阻害する行為には岐
阜県知事の許可が必要となるほか、許可にあたっては雨水貯留浸透施設の設置など対策工事が義
務付けられることとなり、流域一体となった浸水被害の軽減に取り組む体制を強化し、地域の安全安
心の確保を図ります。
　まずは、流域境界の確認、境川流域内で1,000㎡以上の開発をする場合等、
ご不明点があれば岐阜県岐阜土木事務所へ事前相談してください。
c岐阜県岐阜土木事務所　☎215‐0978／建設課　☎388‐1117

笠松町あいさつ運動 ～人と人とがつながる笠松町をめざして～
　笠松中学校生徒会は、身近なボランティアの一つであるあいさつ運動を通して、笠松町に貢献した
いと考えています。あいさつで生徒と地域の方が顔見知りになれば関わりができ、笠松町を優しく明
るくすることに繋がります。そのため、私たち生徒会は笠松町あいさつ運動を企画しました。
　朝、笠松町の様々な場所で私たちと一緒にあいさつをしませんか。皆さんと共にふるさと笠松を明
るくしていきたいと思います。ご協力よろしくお願いします。

6月30日（火）・7月1日（水）
・各小学校の校門や児童玄関（午前7時45分～）
・旧山岡薬局前、西笠松駅、笠松駅、
　笠松幼稚園前等（午前7時30分～）
・児童生徒の通学路や自宅の軒先

c笠松中学校　☎387‐2442

ダンボールコンポスト初心者講習会
　ダンボールコンポストは、家庭から排出される生ごみを利用してたい肥をつくり、生ごみの減量化を
図るものです。できあがったたい肥は家庭菜園やプランターなどで活用できます。
　なお、この講習会に初めて参加される方には、ダンボールコンポスト1セット（箱・基材）を進呈します。
日時　6月14日（日） 午前10時～正午　　場所　松枝交流センター
参加資格　町内在住者　　参加料　無料　　主催　羽島環境の会　　申込期限　6月12日（金）
a笠松天領の駅　間宮　☎090‐3511‐8691

中学生北海道新ひだか町派遣研修を実施します！
　北海道体験交流事業として、町内在住中学生の「北海道新ひだか町」
への派遣研修を実施します。研修に参加する中学生を募集しますので、
ぜひご応募ください。

北海道新ひだか町

・馬のお世話体験　・アイヌ文化学習、アポイ岳ジオパークでの学習
・現地中学生との交流　・襟裳岬での強風体験　など

10月6日（火）から10月9日（金）まで
24人

60,000円（1人あたりの経費125,000円のうち）
6月30日（火）
参加申込書など必要書類に必要事項を記入し、企画DX課まで提出

（必要書類は企画DX課で配布または町ホームページからダウンロード）
※応募要領など詳しくは、町ホームページをご確認ください。
e企画DX課　☎388‐1113

放送大学10月入学生募集
　放送大学は、場所や時間を選ばずに大学教
育を受けることができる開かれた大学です。BS
放送やインターネットで視聴する授業のほか、
講師から直接受ける面接授業も多数開講して
います。
授業科目
心理学・福祉・経済・歴史・文学・情報・自然科学
など約300科目
授業料
6,000円/1単位（入学料別）
出願期間
第1回　6月10日（水）～8月31日（月）
第2回　9月1日（火）～9月9日（水）

放送大学岐阜学習センター　☎273‐9614

コンビニ交付サービスに関するアンケート
　マイナンバーカードを利用した各種証明書の
コンビニ交付サービスについて、アンケート調査
を実施します。皆様のご協力をお願いします。

QRコードから回答
※無記名のアンケートのため、個人

が特定されることはありません。
c住民課　☎388‐1115

▲詳しくはこちら

▲詳しくはこちら

各種証明書の取得は、
（住民票・印鑑・税）

が便利です！
コンビニ交付コンビニ交付コンビニ交付

▲詳しくはこちら

資料請求・問

日にち
場所・時間

派遣先
研修内容（予定）

派遣期間
募集定員
参加費
応募期限
応募方法

回答方法

ア　ン　ケ　ー　ト

募　　　集

Information Box 町からのお知らせ

令和8年6月号
第1189号8 令和8年6月号
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木曽川水系境川流域を「特定都市河川」及び「特定都市河川流域」に指定
　岐阜県では、令和8年6月1日付けで境川、新荒田川、岩戸川、岩地川の4河川からなる木曽川水系
境川流域を「特定都市河川」及び「特定都市河川流域」に県内で初めて指定します。
　市街地の密集する境川流域において、これまでの総合治水対策を活かしながら、今後の気候変動
による水災害の激甚化・頻発化が予測されることから流域のあらゆる関係者が協働して行う「流域治
水」の本格的実践に向け指定を実施します。
　指定後、宅地等以外の土地で行う1,000㎡以上の開発など、雨水の浸透を阻害する行為には岐
阜県知事の許可が必要となるほか、許可にあたっては雨水貯留浸透施設の設置など対策工事が義
務付けられることとなり、流域一体となった浸水被害の軽減に取り組む体制を強化し、地域の安全安
心の確保を図ります。
　まずは、流域境界の確認、境川流域内で1,000㎡以上の開発をする場合等、
ご不明点があれば岐阜県岐阜土木事務所へ事前相談してください。
c岐阜県岐阜土木事務所　☎215‐0978／建設課　☎388‐1117

笠松町あいさつ運動 ～人と人とがつながる笠松町をめざして～
　笠松中学校生徒会は、身近なボランティアの一つであるあいさつ運動を通して、笠松町に貢献した
いと考えています。あいさつで生徒と地域の方が顔見知りになれば関わりができ、笠松町を優しく明
るくすることに繋がります。そのため、私たち生徒会は笠松町あいさつ運動を企画しました。
　朝、笠松町の様々な場所で私たちと一緒にあいさつをしませんか。皆さんと共にふるさと笠松を明
るくしていきたいと思います。ご協力よろしくお願いします。

6月30日（火）・7月1日（水）
・各小学校の校門や児童玄関（午前7時45分～）
・旧山岡薬局前、西笠松駅、笠松駅、
　笠松幼稚園前等（午前7時30分～）
・児童生徒の通学路や自宅の軒先

c笠松中学校　☎387‐2442

ダンボールコンポスト初心者講習会
　ダンボールコンポストは、家庭から排出される生ごみを利用してたい肥をつくり、生ごみの減量化を
図るものです。できあがったたい肥は家庭菜園やプランターなどで活用できます。
　なお、この講習会に初めて参加される方には、ダンボールコンポスト1セット（箱・基材）を進呈します。
日時　6月14日（日） 午前10時～正午　　場所　松枝交流センター
参加資格　町内在住者　　参加料　無料　　主催　羽島環境の会　　申込期限　6月12日（金）
a笠松天領の駅　間宮　☎090‐3511‐8691

中学生北海道新ひだか町派遣研修を実施します！
　北海道体験交流事業として、町内在住中学生の「北海道新ひだか町」
への派遣研修を実施します。研修に参加する中学生を募集しますので、
ぜひご応募ください。

北海道新ひだか町

・馬のお世話体験　・アイヌ文化学習、アポイ岳ジオパークでの学習
・現地中学生との交流　・襟裳岬での強風体験　など

10月6日（火）から10月9日（金）まで
24人

60,000円（1人あたりの経費125,000円のうち）
6月30日（火）
参加申込書など必要書類に必要事項を記入し、企画DX課まで提出

（必要書類は企画DX課で配布または町ホームページからダウンロード）
※応募要領など詳しくは、町ホームページをご確認ください。
e企画DX課　☎388‐1113

放送大学10月入学生募集
　放送大学は、場所や時間を選ばずに大学教
育を受けることができる開かれた大学です。BS
放送やインターネットで視聴する授業のほか、
講師から直接受ける面接授業も多数開講して
います。
授業科目
心理学・福祉・経済・歴史・文学・情報・自然科学
など約300科目
授業料
6,000円/1単位（入学料別）
出願期間
第1回　6月10日（水）～8月31日（月）
第2回　9月1日（火）～9月9日（水）

放送大学岐阜学習センター　☎273‐9614

コンビニ交付サービスに関するアンケート
　マイナンバーカードを利用した各種証明書の
コンビニ交付サービスについて、アンケート調査
を実施します。皆様のご協力をお願いします。

QRコードから回答
※無記名のアンケートのため、個人

が特定されることはありません。
c住民課　☎388‐1115

▲詳しくはこちら

▲詳しくはこちら

各種証明書の取得は、
（住民票・印鑑・税）

が便利です！
コンビニ交付コンビニ交付コンビニ交付

▲詳しくはこちら

資料請求・問

日にち
場所・時間

派遣先
研修内容（予定）

派遣期間
募集定員
参加費
応募期限
応募方法

回答方法

ア　ン　ケ　ー　ト

募　　　集
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お問い合わせ

笠 松 町 役 場

議 会 事 務 局
総 務 課
税 務 課
企 画 D X 課
未 来 創 造 室
環 境 経 済 課
住 民 課
福 祉 子 ど も 課
建 設 課
水 道 課
会 計 課
水道料金事務センター

388‐1111
387‐5816
388‐1110
388‐1111
388‐1112
388‐1113
388‐1127
388‐1114
388‐1115
388‐1116
388‐1117
388‐1118
388‐1119
388‐1175

）

まちの人口

人口
男
女

世帯数

人
人
人
世帯

（
（
（
（

）
）
）
）

☎
FAX
☎
☎
☎
☎
☎
☎
☎
☎
☎
☎
☎
☎

福祉健康センター

福 祉 会 館
こども館「かさくら」
笠松中央交流センター

松枝交流センター
総合交流センター
歴 史 未 来 館
学校給食センター
ふ ら っ と 笠 松

（健康介護課）
388‐7171
387‐1121
388‐0811

（教育文化課）
388‐3231
387‐0156
387‐8432
388‐0161
387‐5321
388‐2355

☎
☎
☎

☎
☎
☎
☎
☎
☎

テレホンサービス
防災行政無線アンサーバック
（過去の放送を聞くことができます）
火災情報テレホンサービス
（羽島郡内の火災発生状況を

聞くことができます）

388‐4930

387‐0100

☎

☎

（

「じんやあさいち」始まります！
　6月から毎月第四土曜日に「けんこう じんやあさいち」が始まります。
笠松町指定文化財（史跡）の美濃郡代笠松陣屋・県庁跡が会場です。
軽い体操とあいさつ、新鮮な野菜を買って週末の朝を始めていきませ
んか？

6月27日（土） 午前8時～10時
美濃郡代笠松陣屋・県庁跡（県町）

　「笠松まちの駅」のあとを受けて4月27日に設立
された「笠松もりあげたい かさまち」は、「けんこう 
じんやあさいち」からスタートし、郷土を愛する住民、
企業人の交流活動により、安心で住みよい笠松町
を創造する活動を行っていきます。

c笠松もりあげたい かさまち（福證寺 岩越）
　☎387‐3614

第48回　少年の主張大会
6月14日（日） 午後1時30分～
笠松中央交流センター 3階 大ホール

小・中学生が未来への夢や希望、家
庭・学校生活、地域の活動の中で、日ごろ考えた
り実践したりしていることを発表します。
c教育文化課　☎388‐3231

第1回　就学に関する教育相談会
　羽島郡二町教育委員会では、就学に関する不安や悩みを抱え
るお子さんと保護者の方を対象に、相談会を開催します。
　一人一人のもっている力を伸ばすための学びの場や支援方法
について一緒に考えていきましょう。

7月21日（火） 午前9時～正午
7月22日（水） 午前9時～正午/午後1時～4時
岐南町中央公民館（岐南町八剣7丁目107）

原則令和9年度小学校入学予定のお子さんと保護者
郡内の施設に通っている方は各施設へ、それ以外の

方は羽島郡二町教育委員会へお問合せください。
QRコードからもお申込みできます。

6月26日（金）
※開催日時などに変更が生じた場合は、
　各関係の園・施設を通じてご連絡します。
c羽島郡二町教育委員会　☎245‐1133

成年後見制度に関する相談会のご案内
　認知症、知的障がい、精神障がいのため、判断能力が十分でな
い方が、安心して生活できるよう、福祉サービスの契約や金銭管
理など、その方を守るために成年後見制度があります。
　成年後見制度を知りたい、申し立ての手続き方法を知りたいな
ど、社会福祉士による相談会を開催します。

6月25日（木） 午後1時30分～3時
役場 2階 第1会議室　　相談費用　無料

1件あたり30分以内　　申込　予約優先
c福祉子ども課　☎388‐1116

令和8年5月1日現在（前月比）
21,759
10,603
11,156
9,754

減
減
増
増

13
15
2
12

名馬、名手の里　ドリームスタジアム

6月の開催日程

笠松競馬場・シアター恵那 JRA馬券発売中!!

10日（水）・11日（木）・12日（金）
24日（水）・25日（木）・26日（金）
詳細は、笠松競馬場ホームページをご覧ください
https://www.kasamatsu-keiba.com/

11日（木） 第52回  新緑賞（SPⅢ）
25日（木） 第4回   撫子争覇（SPⅢ）
11・25日はチャンネルCCNにて笠松けいば全レースを放送予定！11・25日はチャンネルCCNにて笠松けいば全レースを放送予定！

公式SNSで笠松けいばの色々な
情報を日々、配信しています。

6月4日～10日は
「歯と口の健康習慣」

「歯みがきは　体を守る　最前線」

笠松町公式SNSやってます！笠松町公式SNSやってます！笠松町公式SNSやってます！

Instagram X

日時
場所

日時
場所
発表内容

日時

場所
対象者
申込方法

申込期限

日時
場所
相談時間

イ　ベ　ン　ト 相　　　談

Information Box 町からのお知らせ

令和8年6月号
第1189号10 令和8年6月号

第1189号 11

C K C K



お問い合わせ

笠 松 町 役 場

議 会 事 務 局
総 務 課
税 務 課
企 画 D X 課
未 来 創 造 室
環 境 経 済 課
住 民 課
福 祉 子 ど も 課
建 設 課
水 道 課
会 計 課
水道料金事務センター

388‐1111
387‐5816
388‐1110
388‐1111
388‐1112
388‐1113
388‐1127
388‐1114
388‐1115
388‐1116
388‐1117
388‐1118
388‐1119
388‐1175

）

まちの人口

人口
男
女

世帯数

人
人
人
世帯

（
（
（
（

）
）
）
）

☎
FAX
☎
☎
☎
☎
☎
☎
☎
☎
☎
☎
☎
☎

福祉健康センター

福 祉 会 館
こども館「かさくら」
笠松中央交流センター

松枝交流センター
総合交流センター
歴 史 未 来 館
学校給食センター
ふ ら っ と 笠 松

（健康介護課）
388‐7171
387‐1121
388‐0811

（教育文化課）
388‐3231
387‐0156
387‐8432
388‐0161
387‐5321
388‐2355

☎
☎
☎

☎
☎
☎
☎
☎
☎

テレホンサービス
防災行政無線アンサーバック
（過去の放送を聞くことができます）
火災情報テレホンサービス
（羽島郡内の火災発生状況を

聞くことができます）

388‐4930

387‐0100

☎

☎

（

「じんやあさいち」始まります！
　6月から毎月第四土曜日に「けんこう じんやあさいち」が始まります。
笠松町指定文化財（史跡）の美濃郡代笠松陣屋・県庁跡が会場です。
軽い体操とあいさつ、新鮮な野菜を買って週末の朝を始めていきませ
んか？

6月27日（土） 午前8時～10時
美濃郡代笠松陣屋・県庁跡（県町）

　「笠松まちの駅」のあとを受けて4月27日に設立
された「笠松もりあげたい かさまち」は、「けんこう 
じんやあさいち」からスタートし、郷土を愛する住民、
企業人の交流活動により、安心で住みよい笠松町
を創造する活動を行っていきます。

c笠松もりあげたい かさまち（福證寺 岩越）
　☎387‐3614

第48回　少年の主張大会
6月14日（日） 午後1時30分～
笠松中央交流センター 3階 大ホール

小・中学生が未来への夢や希望、家
庭・学校生活、地域の活動の中で、日ごろ考えた
り実践したりしていることを発表します。
c教育文化課　☎388‐3231

第1回　就学に関する教育相談会
　羽島郡二町教育委員会では、就学に関する不安や悩みを抱え
るお子さんと保護者の方を対象に、相談会を開催します。
　一人一人のもっている力を伸ばすための学びの場や支援方法
について一緒に考えていきましょう。

7月21日（火） 午前9時～正午
7月22日（水） 午前9時～正午/午後1時～4時
岐南町中央公民館（岐南町八剣7丁目107）

原則令和9年度小学校入学予定のお子さんと保護者
郡内の施設に通っている方は各施設へ、それ以外の

方は羽島郡二町教育委員会へお問合せください。
QRコードからもお申込みできます。

6月26日（金）
※開催日時などに変更が生じた場合は、
　各関係の園・施設を通じてご連絡します。
c羽島郡二町教育委員会　☎245‐1133

成年後見制度に関する相談会のご案内
　認知症、知的障がい、精神障がいのため、判断能力が十分でな
い方が、安心して生活できるよう、福祉サービスの契約や金銭管
理など、その方を守るために成年後見制度があります。
　成年後見制度を知りたい、申し立ての手続き方法を知りたいな
ど、社会福祉士による相談会を開催します。

6月25日（木） 午後1時30分～3時
役場 2階 第1会議室　　相談費用　無料

1件あたり30分以内　　申込　予約優先
c福祉子ども課　☎388‐1116

令和8年5月1日現在（前月比）
21,759
10,603
11,156
9,754

減
減
増
増

13
15
2
12

名馬、名手の里　ドリームスタジアム

6月の開催日程

笠松競馬場・シアター恵那 JRA馬券発売中!!

10日（水）・11日（木）・12日（金）
24日（水）・25日（木）・26日（金）
詳細は、笠松競馬場ホームページをご覧ください
https://www.kasamatsu-keiba.com/

11日（木） 第52回  新緑賞（SPⅢ）
25日（木） 第4回   撫子争覇（SPⅢ）
11・25日はチャンネルCCNにて笠松けいば全レースを放送予定！11・25日はチャンネルCCNにて笠松けいば全レースを放送予定！

公式SNSで笠松けいばの色々な
情報を日々、配信しています。

6月4日～10日は
「歯と口の健康習慣」

「歯みがきは　体を守る　最前線」

笠松町公式SNSやってます！笠松町公式SNSやってます！笠松町公式SNSやってます！

Instagram X

日時
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日時
場所
発表内容

日時
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対象者
申込方法

申込期限

日時
場所
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イ　ベ　ン　ト 相　　　談

Information Box 町からのお知らせ
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第1189号10 令和8年6月号
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回収ボックスを利用してください。
小型充電式電池が可燃ごみに出され、収集車やごみ処理
施設の火災につながる重大な事故が近年増加しています。

　主に携帯電話・ノートパソコン・デジタルカメラなどに使用されている、充電して繰り返し使える電
池です。携帯電話・スマートフォンへの充電するためのモバイルバッテリーも対象です。

小型充電式電池とは

　下記公共施設に「回収ボックス」を設置していますので、ご利用ください。
　・役場1階ロビー　　・福祉健康センター
　・資源ごみ回収所（笠松中央交流センター・松枝交流センター・総合交流センター）

小型充電式電池の回収場所

　火災事故防止のため、必ず金属端子部にテープなど
を貼り、絶縁してください。
　小型充電式電池のリサイクルに関する情報は、一般
社団法人JBRCのホームページをご覧ください。

廃棄する時の注意点

　膨張したモバイルバッテリーやライター・マッチは、発火の危険があります。また、水銀を使用した水
銀体温計や水銀血圧計も破損すると危険です。
　開庁時間に環境経済課で回収していますので、ご持参ください。

危険物の回収

リサイクル対象
の電池には
マークが
ついています スリーアローマーク

各種リサイクルマーク

ニカド電池 ニッケル水素電池 リチウムイオン電池
Ni-Cd Ni-MH Li-ion

小型充電式電池のリサイクル

c環境経済課　☎388‐1114

7月のこども館「かさくら」行事7月のこども館「かさくら」行事
申込開始　6月2日（火）

eこども館「かさくら」　☎388‐0811

対　象 内　容 日にち 時　間 定員 申込

乳幼児親子

小学生
小中学生
高校生

中学生
高校生

7日（火）
2日（木）
3日（金）
14日（火）
15日（水）
24日（金）

10：00～10：45

10：00～10：30

20組

各10組

各10人

10組

－

要

不要

子育てサロン

ピヨピヨひろば

手づくりパーク

Babyひろば
つくってみよう

子ども相談室

小中学生・高校生
（町外の方も） 卓球あそび 4日（土） 13：00～15：00 4組 不要

26日（日） 10：00～10：45 6人

25日（土） 14：00～16：30

ティーンズスペース
（中高生の居場所）
ティーンズテーマトーク

8日（水）

25日（土）

18：00～21：00

18：00～20：00

防災情報をスマートフォンなどに配信しています
　町が発信する防災情報（避難情報や緊急
情報など）は、スマホなどでも取得できますの
で、日頃から災害に備えるようにしましょう。
1.笠松町公式LINE
〈登録方法〉
LINEメニューの友だち追加から
ID「kasamatsu-town」を検索 ▲町公式LINE

3.エリアメール
〈登録方法〉
「笠松町エリアメール」と検索し、
町ホームページをご確認ください。 ▲町ホームページ

4.Yahoo!防災速報
〈登録方法〉
アプリをダウンロードし、地域設定
で笠松町を選択
詳しくは町ホームページをご確認
ください。

▲町ホームページ
Yahoo!防災
速報ページ

2.あんしんかさまつメール
〈登録方法〉
「bousai.kasamatsutown@
raiden3.ktaiwork.jp」
へメール送信

▲あんしんかさまつ
メール

　また、岐阜県でも河川の水位情報や防災に
関する情報などを発信しています。

1.岐阜県公式LINE
〈確認できる内容〉
・ハザードマップの確認
・河川水位情報、避難情報等
〈登録方法〉
LINEメニューの友だち追加から
ID「@gifugifu」を検索

▲県公式LINE

3.ぎふ川と道のアラームメール
〈確認できる内容〉
・気象情報　・道路の規制情報
・河川の水位情報等
〈登録方法〉
岐阜県ホームページをご確認ください。

▲県危機管理部X

2.岐阜県危機管理部X
〈確認できる内容〉
・防災に関する情報
・防災等に関するイベント情報
〈登録方法〉
X検索欄から検索「岐阜県危機管理部」

▲岐阜県
危機管理部X

Columnコラム ごみを減らしましょう

Columnコラム もしもの時に備えよう 防災対策

令和8年6月号
第1189号12 令和8年6月号

第1189号 13

C K C K



回収ボックスを利用してください。
小型充電式電池が可燃ごみに出され、収集車やごみ処理
施設の火災につながる重大な事故が近年増加しています。

　主に携帯電話・ノートパソコン・デジタルカメラなどに使用されている、充電して繰り返し使える電
池です。携帯電話・スマートフォンへの充電するためのモバイルバッテリーも対象です。

小型充電式電池とは

　下記公共施設に「回収ボックス」を設置していますので、ご利用ください。
　・役場1階ロビー　　・福祉健康センター
　・資源ごみ回収所（笠松中央交流センター・松枝交流センター・総合交流センター）

小型充電式電池の回収場所

　火災事故防止のため、必ず金属端子部にテープなど
を貼り、絶縁してください。
　小型充電式電池のリサイクルに関する情報は、一般
社団法人JBRCのホームページをご覧ください。

廃棄する時の注意点

　膨張したモバイルバッテリーやライター・マッチは、発火の危険があります。また、水銀を使用した水
銀体温計や水銀血圧計も破損すると危険です。
　開庁時間に環境経済課で回収していますので、ご持参ください。

危険物の回収

リサイクル対象
の電池には
マークが
ついています スリーアローマーク

各種リサイクルマーク

ニカド電池 ニッケル水素電池 リチウムイオン電池
Ni-Cd Ni-MH Li-ion

小型充電式電池のリサイクル

c環境経済課　☎388‐1114

7月のこども館「かさくら」行事7月のこども館「かさくら」行事
申込開始　6月2日（火）

eこども館「かさくら」　☎388‐0811

対　象 内　容 日にち 時　間 定員 申込

乳幼児親子

小学生
小中学生
高校生

中学生
高校生

7日（火）
2日（木）
3日（金）
14日（火）
15日（水）
24日（金）

10：00～10：45

10：00～10：30

20組

各10組

各10人

10組

－

要

不要

子育てサロン

ピヨピヨひろば

手づくりパーク

Babyひろば
つくってみよう

子ども相談室

小中学生・高校生
（町外の方も） 卓球あそび 4日（土） 13：00～15：00 4組 不要

26日（日） 10：00～10：45 6人

25日（土） 14：00～16：30

ティーンズスペース
（中高生の居場所）
ティーンズテーマトーク

8日（水）

25日（土）

18：00～21：00

18：00～20：00

防災情報をスマートフォンなどに配信しています
　町が発信する防災情報（避難情報や緊急
情報など）は、スマホなどでも取得できますの
で、日頃から災害に備えるようにしましょう。
1.笠松町公式LINE
〈登録方法〉
LINEメニューの友だち追加から
ID「kasamatsu-town」を検索 ▲町公式LINE

3.エリアメール
〈登録方法〉
「笠松町エリアメール」と検索し、
町ホームページをご確認ください。 ▲町ホームページ

4.Yahoo!防災速報
〈登録方法〉
アプリをダウンロードし、地域設定
で笠松町を選択
詳しくは町ホームページをご確認
ください。

▲町ホームページ
Yahoo!防災
速報ページ

2.あんしんかさまつメール
〈登録方法〉
「bousai.kasamatsutown@
raiden3.ktaiwork.jp」
へメール送信

▲あんしんかさまつ
メール

　また、岐阜県でも河川の水位情報や防災に
関する情報などを発信しています。

1.岐阜県公式LINE
〈確認できる内容〉
・ハザードマップの確認
・河川水位情報、避難情報等
〈登録方法〉
LINEメニューの友だち追加から
ID「@gifugifu」を検索

▲県公式LINE

3.ぎふ川と道のアラームメール
〈確認できる内容〉
・気象情報　・道路の規制情報
・河川の水位情報等
〈登録方法〉
岐阜県ホームページをご確認ください。

▲県危機管理部X

2.岐阜県危機管理部X
〈確認できる内容〉
・防災に関する情報
・防災等に関するイベント情報
〈登録方法〉
X検索欄から検索「岐阜県危機管理部」

▲岐阜県
危機管理部X

Columnコラム ごみを減らしましょう

Columnコラム もしもの時に備えよう 防災対策

令和8年6月号
第1189号12 令和8年6月号

第1189号 13

C K C K



保健カレンダー

場　所 育児相談時間 健康相談時間日にち 場　所 育児相談時間 健康相談時間日にち
こども館「かさくら」
総合交流センター福祉健康センター 12日（金）

16日（火）
2日（火）
22日（月）

9：30～11：30
13：30～14：30 13：30～14：30

9：30～11：00
13：00～14：30

10：30～11：30
14：00～15：30

育児相談・健康相談 ※申込不要　スタッフ：保健師、助産師（福祉健康センターのみ）、栄養士、歯科衛生士、精神保健福祉士、親子サポート教室にじいろ指導員（こども館のみ）

貯筋（ちょきん）くらぶ（体操教室）

こども家庭センター
（福祉健康センター内）

妊娠期から18歳までの子育てをサポート

妊娠届・母子健康手帳の交付について

こどもの
健診・教室などの
年間予定

〇保健師・助産師・管理栄養士・精神保健福
祉士による電話相談・家庭訪問

☎388‐7171（平日8：30～17：15）

母子健康手帳の交付（妊娠
届）は、予約制です。
交付時間9：00～16：00
電話または申込フォームから
前日までにご予約ください。

場　所 時間日にち 申込・参加費
福祉健康センター

笠松
中央交流センター
総合交流センター

松枝交流センター
笠松

中央交流センター

3日（水）

松枝交流センター
10：00

～

11：30

13：30

～

15：00

初参加の方
のみ要申込
☎388‐7171

参加費：
100円/回

内　容 対象 時間日にち

6月の健康だより

〇こどもの教室　（場所：福祉健康センター）☎388‐7171（平日8：30～17：15）

〇介護予防事業（主に65歳以上が対象）

プレパマクラブ（要予約） 妊婦と
そのパートナー
産後2か月から1年未満
のお子さんと母親

2日（火）
22日（月）

10：00～11：00
13：30～15：00

2日（火）10：30～11：30

26日（金）10：00～11：30

2日（火） 9：30～11：00
22日（月）13：00～14：30

12日（金） 9：30～11：30
15日（月）
16日（火）
24日（水）

9：00～12：00

子育てママサロン・
バランスボール（要予約）

▲申込フォーム

※当番医等は変更となる場合があります。※受診前に必ず病院等へ電話相談をしてください。
※日頃から「かかりつけ医」を持ちましょう。休日急病診療

■内科系　　診療時間　9：00～14：00 ■歯科系　　診療時間　9：00～13：00
日 病院名 所　在 電　話 病院名 所　在 電　話

7

14

21

28

愛生病院

ひらたクリニック

やまうちクリニック

岐南ハートと呼吸のクリニック

笠松町円城寺

笠松町田代

岐南町八剣北

岐南町伏屋

☎388‐3300

☎387‐3378

☎215‐7771

☎374‐2066

■薬局　　　開設時間　9：00～14：00
日 病院名 所　在 電　話

7

14

21

28

（有）羽島調剤薬局

笠松こすもす薬局

クルーズ薬局岐南店

りんどう薬局

笠松町円城寺

笠松町田代

岐南町八剣北

岐南町伏屋

☎388‐0938

☎387‐8004

☎249‐3070

☎248‐7766

さかえ歯科クリニック

森デンタルクリニック

きたはら歯科クリニック

くみ歯科クリニック

岐南町伏屋

笠松町田代

岐南町野中

笠松町北及

☎240‐0644

☎387‐9981

☎247‐8168

☎337‐8785

■二次的病院（重症の方・救急を必要とする方）
　松波総合病院（笠松町田代）☎388‐0111
■救急電話相談
　（救急車を呼ぶか病院に行くかなどの判断に迷う時）
　救急安心センター　☎#7119
　ダイヤル回線、IP電話などつながらないときは☎216‐0119
■子ども医療電話相談（こどもの急な病気・けがに困った時の相談）
　☎♯8000
　ダイヤル回線、IP電話などつながらないときは☎240‐4119

離乳食教室（要予約）

歯みがき教室

5～6か月児

乳幼児と保護者

発達が心配なこども
とその保護者

ことばの相談：就学前まで
発達相談会：18歳以下

ことばの相談（場所：こども館）

（沐浴体験や助産師から妊娠・出産の講話）

（離乳食の進め方等の講話）

（歯の汚れチェックや歯みがき指導）

（親子サポート教室にじいろ指導員による言葉、発達面の相談）

発達相談会（要予約）
（臨床心理士による発達に関する相談）

※乳幼児健診の対象者の方には個別通知します。日程はホームページをご覧ください。

ふれあいひろば（認知症予防教室）

ふれあい喫茶（認知症カフェ）※認知症介護者のサロン（9：30～）

場　所 時間日にち
福祉健康
センター

福祉会館

5日（金）

25日（木）

13：15～
14：45
10：15～
11：45

申込
初参加の方のみ要申込
笠松町地域包括
支援センター
☎388‐7133

場　所 時間日にち
総合交流
センター
福祉健康

センター※

8日（月）

9日（火）

10：00～
11：00

問合せ

笠松町地域包括
支援センター
☎388‐7133

こんな時は届出が必要です
　国民年金は、日本国内に住所がある20歳以上60歳未満のすべての方が加入する制度です。
　届出を忘れると、将来受け取る年金の金額が少なくなったり、受け取れない場合があります。
また、不意の事故や病気で障がいが残った時の障害年金や、亡くなられた時の遺族年金が支
給されなくなるおそれもあります。
　次のようなときは届出を忘れずに行って、あなたの大切な年金の権利を守ってください。

・第1号被保険者　20歳以上60歳未満の自営業者、学生、無職の方など
・第2号被保険者　会社員や公務員など厚生年金、共済年金に加入されている方
・第3号被保険者　第2号被保険者に扶養されている配偶者で20歳以上60歳未満の方

c岐阜南年金事務所　☎273‐6161　／　住民課　☎388‐1115

届出が必要なとき 異動の内容
退職したとき（厚生年金、共済年金
加入者の場合）
配偶者（厚生年金、共済年金加入者
の場合）に扶養されていたが配偶者
が退職したとき
収入増加などにより配偶者（厚生年
金、共済年金加入者の場合）の扶養
を外れたとき

第2号被保険者から第1号
被保険者になります。

第3号被保険者から第1号
被保険者になります。

届出のときに持参するもの

・基礎年金番号またはマイナンバーが
わかるもの

・雇用保険被保険者離職票など

TEAM‐H（羽島郡地域クラブ）が始動しました教育委員会だより
　全国的に「中学校部活動の地域展開」が
叫ばれる中、羽島郡も、中学校部活動を引
き継ぐ団体としてTEAM‐H（羽島郡地域ク
ラブ）を創設しました。TEAM‐Hは、以下の
ことを実現していきます。
①「子どもの活動機会」を継続します。
　人数が減ってしまっても、両町が手を取り
合い、羽島郡としての活動ができるようになり
ます。実際に、野球・サッカー・ハンドボール
女子・ソフトボール・美術などが羽島郡の中
学生が在籍する団体として活動しています。
今後も、少子化だけが理由ではなく、子ども
たちがやりたいと思う活動ができる環境を整
えていきます。
②「地域指導者の育成」に力を入れます。
　地域指導者は、中学校部活動の顧問に
替わる存在です。より専門的な指導を提供
し、長期間指導に携わることが可能になりま
す。こうした環境で活動することによって子
どもに達成感や満足感を実感させられるよ
うになります。同時に、地域指導者には、自己
研鑽だけでなく、TEAM‐Hとしても定期的に
研修会を開催し、質の向上を図っていきます。
③「生涯学習」の観点を遵守します。
　TEAM‐Hは、中学校部活動に替わって

大会参加することもできます。上位進出を目
指した活動も大切ですが、それ以上に子ど
もが成長できる機会として活動していきます。
初めてスパイクを履いたり、ラケットを握った
りする生徒が、安心して活動することができ
るクラブです。高い競技性を目指す生徒は、
民間のクラブの方がニーズに合っていると
思います。このTEAM‐Hは、初心者が遠慮
することなく安心して活動することができる
クラブにしていきます。
　このような願いのもと、多くの地域の方々
や学校教職員の方々に支えられ、令和8年
度からTEAM‐H（羽島郡地域クラブ）を始
動することができました。今後もさまざまな
課題に直面していくと考えられます。その時
はまた、皆さんと対話を重ね、子どもが安心・
安全に活動し、活躍できる機会を継承・発展
していけるようにします。地域にいる子ども
を、地域で育て、地域で守り、地域で支えて
いきましょう。

cTEAM‐H（羽島郡地域クラブ）事務局
　☎058‐245‐1133  Fax：058‐245‐1136
　Mail：kyouiku@town.ginan.lg.jp

17日（水）

3日（水）17日（水）

10日（水）24日（水）

4日（木）18日（木）

3日（水）17日（水）

10日（水）24日（水）

令和8年6月号
第1189号14 令和8年6月号

第1189号 15

C K C K



保健カレンダー

場　所 育児相談時間 健康相談時間日にち 場　所 育児相談時間 健康相談時間日にち
こども館「かさくら」
総合交流センター福祉健康センター 12日（金）

16日（火）
2日（火）
22日（月）

9：30～11：30
13：30～14：30 13：30～14：30

9：30～11：00
13：00～14：30

10：30～11：30
14：00～15：30

育児相談・健康相談 ※申込不要　スタッフ：保健師、助産師（福祉健康センターのみ）、栄養士、歯科衛生士、精神保健福祉士、親子サポート教室にじいろ指導員（こども館のみ）

貯筋（ちょきん）くらぶ（体操教室）

こども家庭センター
（福祉健康センター内）

妊娠期から18歳までの子育てをサポート

妊娠届・母子健康手帳の交付について

こどもの
健診・教室などの
年間予定

〇保健師・助産師・管理栄養士・精神保健福
祉士による電話相談・家庭訪問

☎388‐7171（平日8：30～17：15）

母子健康手帳の交付（妊娠
届）は、予約制です。
交付時間9：00～16：00
電話または申込フォームから
前日までにご予約ください。

場　所 時間日にち 申込・参加費
福祉健康センター

笠松
中央交流センター
総合交流センター

松枝交流センター
笠松

中央交流センター

3日（水）

松枝交流センター
10：00

～

11：30

13：30

～

15：00

初参加の方
のみ要申込
☎388‐7171

参加費：
100円/回

内　容 対象 時間日にち

6月の健康だより

〇こどもの教室　（場所：福祉健康センター）☎388‐7171（平日8：30～17：15）

〇介護予防事業（主に65歳以上が対象）

プレパマクラブ（要予約） 妊婦と
そのパートナー
産後2か月から1年未満
のお子さんと母親

2日（火）
22日（月）

10：00～11：00
13：30～15：00

2日（火）10：30～11：30

26日（金）10：00～11：30

2日（火） 9：30～11：00
22日（月）13：00～14：30

12日（金） 9：30～11：30
15日（月）
16日（火）
24日（水）

9：00～12：00

子育てママサロン・
バランスボール（要予約）

▲申込フォーム

※当番医等は変更となる場合があります。※受診前に必ず病院等へ電話相談をしてください。
※日頃から「かかりつけ医」を持ちましょう。休日急病診療

■内科系　　診療時間　9：00～14：00 ■歯科系　　診療時間　9：00～13：00
日 病院名 所　在 電　話 病院名 所　在 電　話

7

14

21

28

愛生病院

ひらたクリニック

やまうちクリニック

岐南ハートと呼吸のクリニック

笠松町円城寺

笠松町田代

岐南町八剣北

岐南町伏屋

☎388‐3300

☎387‐3378

☎215‐7771

☎374‐2066

■薬局　　　開設時間　9：00～14：00
日 病院名 所　在 電　話

7

14

21

28

（有）羽島調剤薬局

笠松こすもす薬局

クルーズ薬局岐南店

りんどう薬局

笠松町円城寺

笠松町田代

岐南町八剣北

岐南町伏屋

☎388‐0938

☎387‐8004

☎249‐3070

☎248‐7766

さかえ歯科クリニック

森デンタルクリニック

きたはら歯科クリニック

くみ歯科クリニック

岐南町伏屋

笠松町田代

岐南町野中

笠松町北及

☎240‐0644

☎387‐9981

☎247‐8168

☎337‐8785

■二次的病院（重症の方・救急を必要とする方）
　松波総合病院（笠松町田代）☎388‐0111
■救急電話相談
　（救急車を呼ぶか病院に行くかなどの判断に迷う時）
　救急安心センター　☎#7119
　ダイヤル回線、IP電話などつながらないときは☎216‐0119
■子ども医療電話相談（こどもの急な病気・けがに困った時の相談）
　☎♯8000
　ダイヤル回線、IP電話などつながらないときは☎240‐4119

離乳食教室（要予約）

歯みがき教室

5～6か月児

乳幼児と保護者

発達が心配なこども
とその保護者

ことばの相談：就学前まで
発達相談会：18歳以下

ことばの相談（場所：こども館）

（沐浴体験や助産師から妊娠・出産の講話）

（離乳食の進め方等の講話）

（歯の汚れチェックや歯みがき指導）

（親子サポート教室にじいろ指導員による言葉、発達面の相談）

発達相談会（要予約）
（臨床心理士による発達に関する相談）

※乳幼児健診の対象者の方には個別通知します。日程はホームページをご覧ください。

ふれあいひろば（認知症予防教室）

ふれあい喫茶（認知症カフェ）※認知症介護者のサロン（9：30～）

場　所 時間日にち
福祉健康
センター

福祉会館

5日（金）

25日（木）

13：15～
14：45
10：15～
11：45

申込
初参加の方のみ要申込
笠松町地域包括
支援センター
☎388‐7133

場　所 時間日にち
総合交流
センター
福祉健康

センター※

8日（月）

9日（火）

10：00～
11：00

問合せ

笠松町地域包括
支援センター
☎388‐7133

こんな時は届出が必要です
　国民年金は、日本国内に住所がある20歳以上60歳未満のすべての方が加入する制度です。
　届出を忘れると、将来受け取る年金の金額が少なくなったり、受け取れない場合があります。
また、不意の事故や病気で障がいが残った時の障害年金や、亡くなられた時の遺族年金が支
給されなくなるおそれもあります。
　次のようなときは届出を忘れずに行って、あなたの大切な年金の権利を守ってください。

・第1号被保険者　20歳以上60歳未満の自営業者、学生、無職の方など
・第2号被保険者　会社員や公務員など厚生年金、共済年金に加入されている方
・第3号被保険者　第2号被保険者に扶養されている配偶者で20歳以上60歳未満の方

c岐阜南年金事務所　☎273‐6161　／　住民課　☎388‐1115

届出が必要なとき 異動の内容
退職したとき（厚生年金、共済年金
加入者の場合）
配偶者（厚生年金、共済年金加入者
の場合）に扶養されていたが配偶者
が退職したとき
収入増加などにより配偶者（厚生年
金、共済年金加入者の場合）の扶養
を外れたとき

第2号被保険者から第1号
被保険者になります。

第3号被保険者から第1号
被保険者になります。

届出のときに持参するもの

・基礎年金番号またはマイナンバーが
わかるもの

・雇用保険被保険者離職票など

TEAM‐H（羽島郡地域クラブ）が始動しました教育委員会だより
　全国的に「中学校部活動の地域展開」が
叫ばれる中、羽島郡も、中学校部活動を引
き継ぐ団体としてTEAM‐H（羽島郡地域ク
ラブ）を創設しました。TEAM‐Hは、以下の
ことを実現していきます。
①「子どもの活動機会」を継続します。
　人数が減ってしまっても、両町が手を取り
合い、羽島郡としての活動ができるようになり
ます。実際に、野球・サッカー・ハンドボール
女子・ソフトボール・美術などが羽島郡の中
学生が在籍する団体として活動しています。
今後も、少子化だけが理由ではなく、子ども
たちがやりたいと思う活動ができる環境を整
えていきます。
②「地域指導者の育成」に力を入れます。
　地域指導者は、中学校部活動の顧問に
替わる存在です。より専門的な指導を提供
し、長期間指導に携わることが可能になりま
す。こうした環境で活動することによって子
どもに達成感や満足感を実感させられるよ
うになります。同時に、地域指導者には、自己
研鑽だけでなく、TEAM‐Hとしても定期的に
研修会を開催し、質の向上を図っていきます。
③「生涯学習」の観点を遵守します。
　TEAM‐Hは、中学校部活動に替わって

大会参加することもできます。上位進出を目
指した活動も大切ですが、それ以上に子ど
もが成長できる機会として活動していきます。
初めてスパイクを履いたり、ラケットを握った
りする生徒が、安心して活動することができ
るクラブです。高い競技性を目指す生徒は、
民間のクラブの方がニーズに合っていると
思います。このTEAM‐Hは、初心者が遠慮
することなく安心して活動することができる
クラブにしていきます。
　このような願いのもと、多くの地域の方々
や学校教職員の方々に支えられ、令和8年
度からTEAM‐H（羽島郡地域クラブ）を始
動することができました。今後もさまざまな
課題に直面していくと考えられます。その時
はまた、皆さんと対話を重ね、子どもが安心・
安全に活動し、活躍できる機会を継承・発展
していけるようにします。地域にいる子ども
を、地域で育て、地域で守り、地域で支えて
いきましょう。

cTEAM‐H（羽島郡地域クラブ）事務局
　☎058‐245‐1133  Fax：058‐245‐1136
　Mail：kyouiku@town.ginan.lg.jp

17日（水）

3日（水）17日（水）

10日（水）24日（水）

4日（木）18日（木）

3日（水）17日（水）

10日（水）24日（水）

令和8年6月号
第1189号14 令和8年6月号

第1189号 15

C K C K



特定健診、ぎふ・すこやか健診を受けましょう
　自分の健康状態を健診結果として数値で把握することは、自覚症状が現れにくい生活習慣病の発
見につながるだけでなく、健康的な生活を送る励みにもなります。
　対象の方には6月下旬に受診券をピンク色の封筒に入れて郵送します。この機会にぜひ受診しま
しょう。

ぎふ・さわやか口腔健診で、お口の健康チェックをしましょう
　「はしま・さわやか口腔健診」は、後期高齢者医療保険にご加入の皆さんを対象としています。
　この健診は、歯・歯肉の状態や口腔機能（かみ砕く、飲み込む、唾液の分泌など）のチェックを行い、
口腔機能の低下や誤えん性肺炎などの疾病を予防することを目的としています。口腔機能の向上は、
介護予防や認知症予防にもつながりますので、ぜひ受診しましょう。
　対象の方には、ぎふ・すこやか健診の受診券と一緒に受診券を郵送します。

7月1日（水）～11月30日（月）
※医療機関により実施期間が異なります。

町が指定する羽島郡内の医療機関
 500円

町内に住民票のある65歳以上の方
※結核住民検診は、肺がん検診を今年度受診された方・受診予定の方は受ける必要はあり

ません
※結核住民検診のみ、フレイルチェック会のみの参加も可能です。

・住所・生年月日が確認できる物（マイナンバーカード、運転免許証など）
・案内はがき（結核住民検診を受ける方で、ある方のみ）

無料
不要

・結核住民検診について詳しくは、町ホームページをご覧ください。

・「フレイル」とは？
　健康な状態と要介護状態の間の虚弱な状態です。年齢を重ねていくと、ダメージを受けた時に
回復できる力が低下し、身体や心が閉じこもりがちになることで、健康な状態から、要介護状態に
変化していきます。定期的に「フレイルチェック会」で確認し、早めに対応を図ることが大切です。

後期高齢者医療保険加入者
7月1日（水）～令和9年1月31日（日）

岐阜県歯科医師会に加入している
歯科医療機関等
※詳しくは受診券に記載

300円

「結核住民検診」と「フレイルチェック会」を同日開催！
　結核は、慢性の感染症で、65歳以上の方は、感染症法により年度に1度、胸部レントゲン検査を受
ける義務があります。また、同日簡単な問診と握力測定などでフレイルの兆候があるかわかる「フレ
イルチェック会」も開催します。

特定健診

ぎふ・すこやか健診

・国民健康保険加入者
・今年度中に40歳になる方から令和8年7月31日時点で74歳の方
　（昭和26年8月1日～昭和62年3月31日生まれの方）

・後期高齢者医療保険加入者
・令和8年7月31日時点で75歳以上の方（昭和26年7月31日以前生まれの方）
　（一定の障がいがあり広域連合の認定を受けている場合は65歳以上の方）

▲ぎふ・すこやか健診について
詳しくはこちら

▲詳しくはこちら

▲特定健診について
詳しくはこちら

栄養教室～食生活改善推進員育成講座～ 申込先：健康介護課要申込

　地域の健康づくりを、食を通じてサポートする食生活改善推進員（食改）の養成講座です。年間を
通じて講座を受講し、食事や食品衛生、運動に関する講話を受けたり、調理実習を行ったりして、食生
活改善推進員として活動するために必要な知識や心構えを学びます。「食」に興味がある方、料理が
好きな方、ぜひご参加ください！規定の単位を取得すると、食生活改善推進員として活動できます。
対象者 笠松町在住の方で食生活改善推進員としてボランティア活動が可能な方

時間

日程

場所

参加料

申込期限

持ち物

午前9時30分～午後0時30分（予定）

第1回 07月31日（金）　体操実習

第2回 09月03日（木）　調理実習

第3回 10月15日（木）　調理実習

第4回 11月24日（火）　調理実習

第5回 12月17日（木）　調理実習

福祉健康センター

400円（調理実習材料費）

7月17日（金）までに電話で申込

筆記用具、エプロン、三角巾、飲み物
動きやすい服装（第1回体操時）

毎年6月は「食育月間」　毎月19日は「食育の日」
健康な食生活は「朝食」から始まります。朝食は脳と体を目覚めさせ、一日の活
力を生み出す欠かせないスイッチです。6月の食育月間を機に、朝食をしっか
り摂る習慣を身につけ、生活リズムを整えて健やかな毎日を送りましょう。

日時 7月10日（金）
9：00～11：30

7月14日（火）
9：00～11：30
13：00～15：00

7月16日（木）
9：00～11：30

会場 下羽栗会館 松枝交流センター 笠松中央交流センター

問結核住民検診：健康介護課　☎388‐7171
フレイルチェック会：地域包括支援センター　☎388‐7133

▲詳しくはこちら

食育キャラクター 
ぎふまーいん

　①社会的フレイル ➡ 閉じこもりがち
　②精神・心理的フレイル ➡ うつや記憶力の低下
　③身体的フレイル ➡ 筋力の低下や活動量の低下
　　①から③の要素が影響しあって、フレイルの状態が悪化します。

実施期間

実施医療機関
自己負担金

対象者

持ち物

費用
申込
その他

日時・場所

対象者
実施期間
実施医療機関

自己負担金

対象者

令和8年6月号
第1189号16 令和8年6月号

第1189号 17

C K C K



特定健診、ぎふ・すこやか健診を受けましょう
　自分の健康状態を健診結果として数値で把握することは、自覚症状が現れにくい生活習慣病の発
見につながるだけでなく、健康的な生活を送る励みにもなります。
　対象の方には6月下旬に受診券をピンク色の封筒に入れて郵送します。この機会にぜひ受診しま
しょう。

ぎふ・さわやか口腔健診で、お口の健康チェックをしましょう
　「はしま・さわやか口腔健診」は、後期高齢者医療保険にご加入の皆さんを対象としています。
　この健診は、歯・歯肉の状態や口腔機能（かみ砕く、飲み込む、唾液の分泌など）のチェックを行い、
口腔機能の低下や誤えん性肺炎などの疾病を予防することを目的としています。口腔機能の向上は、
介護予防や認知症予防にもつながりますので、ぜひ受診しましょう。
　対象の方には、ぎふ・すこやか健診の受診券と一緒に受診券を郵送します。

7月1日（水）～11月30日（月）
※医療機関により実施期間が異なります。

町が指定する羽島郡内の医療機関
 500円

町内に住民票のある65歳以上の方
※結核住民検診は、肺がん検診を今年度受診された方・受診予定の方は受ける必要はあり

ません
※結核住民検診のみ、フレイルチェック会のみの参加も可能です。

・住所・生年月日が確認できる物（マイナンバーカード、運転免許証など）
・案内はがき（結核住民検診を受ける方で、ある方のみ）

無料
不要

・結核住民検診について詳しくは、町ホームページをご覧ください。

・「フレイル」とは？
　健康な状態と要介護状態の間の虚弱な状態です。年齢を重ねていくと、ダメージを受けた時に
回復できる力が低下し、身体や心が閉じこもりがちになることで、健康な状態から、要介護状態に
変化していきます。定期的に「フレイルチェック会」で確認し、早めに対応を図ることが大切です。

後期高齢者医療保険加入者
7月1日（水）～令和9年1月31日（日）

岐阜県歯科医師会に加入している
歯科医療機関等
※詳しくは受診券に記載

300円

「結核住民検診」と「フレイルチェック会」を同日開催！
　結核は、慢性の感染症で、65歳以上の方は、感染症法により年度に1度、胸部レントゲン検査を受
ける義務があります。また、同日簡単な問診と握力測定などでフレイルの兆候があるかわかる「フレ
イルチェック会」も開催します。

特定健診

ぎふ・すこやか健診

・国民健康保険加入者
・今年度中に40歳になる方から令和8年7月31日時点で74歳の方
　（昭和26年8月1日～昭和62年3月31日生まれの方）

・後期高齢者医療保険加入者
・令和8年7月31日時点で75歳以上の方（昭和26年7月31日以前生まれの方）
　（一定の障がいがあり広域連合の認定を受けている場合は65歳以上の方）

▲ぎふ・すこやか健診について
詳しくはこちら

▲詳しくはこちら

▲特定健診について
詳しくはこちら

栄養教室～食生活改善推進員育成講座～ 申込先：健康介護課要申込

　地域の健康づくりを、食を通じてサポートする食生活改善推進員（食改）の養成講座です。年間を
通じて講座を受講し、食事や食品衛生、運動に関する講話を受けたり、調理実習を行ったりして、食生
活改善推進員として活動するために必要な知識や心構えを学びます。「食」に興味がある方、料理が
好きな方、ぜひご参加ください！規定の単位を取得すると、食生活改善推進員として活動できます。
対象者 笠松町在住の方で食生活改善推進員としてボランティア活動が可能な方

時間

日程

場所

参加料

申込期限

持ち物

午前9時30分～午後0時30分（予定）

第1回 07月31日（金）　体操実習

第2回 09月03日（木）　調理実習

第3回 10月15日（木）　調理実習

第4回 11月24日（火）　調理実習

第5回 12月17日（木）　調理実習

福祉健康センター

400円（調理実習材料費）

7月17日（金）までに電話で申込

筆記用具、エプロン、三角巾、飲み物
動きやすい服装（第1回体操時）

毎年6月は「食育月間」　毎月19日は「食育の日」
健康な食生活は「朝食」から始まります。朝食は脳と体を目覚めさせ、一日の活
力を生み出す欠かせないスイッチです。6月の食育月間を機に、朝食をしっか
り摂る習慣を身につけ、生活リズムを整えて健やかな毎日を送りましょう。

日時 7月10日（金）
9：00～11：30

7月14日（火）
9：00～11：30
13：00～15：00

7月16日（木）
9：00～11：30

会場 下羽栗会館 松枝交流センター 笠松中央交流センター

問結核住民検診：健康介護課　☎388‐7171
フレイルチェック会：地域包括支援センター　☎388‐7133

▲詳しくはこちら

食育キャラクター 
ぎふまーいん

　①社会的フレイル ➡ 閉じこもりがち
　②精神・心理的フレイル ➡ うつや記憶力の低下
　③身体的フレイル ➡ 筋力の低下や活動量の低下
　　①から③の要素が影響しあって、フレイルの状態が悪化します。

実施期間

実施医療機関
自己負担金

対象者

持ち物

費用
申込
その他

日時・場所

対象者
実施期間
実施医療機関

自己負担金

対象者

令和8年6月号
第1189号16 令和8年6月号

第1189号 17

C K C K



がん検診（集団・病院）
　がんは日本の死亡原因の上位に位置し、早期発見・早期治療のために検診を継続的に受診するこ
とが大切です。町では身近な町内の公共施設で行う集団検診、指定医療機関で行う病院検診があり
ます。この機会にぜひ受診しましょう。

日にち

がん検診の概要

検診内容

年度末年齢

胃がん検診
肺がん検診 大腸がん検診 乳がん検診

（女性のみ）
子宮頸がん
検診

（女性のみ）

20歳～39歳 － － － － － ○

40歳～49歳 ○ － ○ ○ ○ ○

50歳～59歳 ○ ○奇数年齢のみ ○ ○ ○ ○

60歳～69歳 ○ ○奇数年齢のみ ○ ○ ○ ○

70歳以上 ○ ○奇数年齢のみ ○ ○ ○ ○

自己負担金 700円 300円 300円 700円

実施時期 7月～11月の
予約日

7月～11月の
予約日

7月～11月の
予約日

7月～10・12月の
予約日

自己負担金 2,500円※ 2,500円※ 1,000円※ 500円 1,500円※ 1,000円

実施時期 6月1日～
11月30日

6月1日～
翌年2月28日

6月1日～
11月30日

6月1日～
11月30日

6月1日～
翌年1月31日

6月1日～
翌年1月31日

集
団

対
象
者

病
院

受診間隔 年1回 2年に1回 年1回 年1回 2年に1回 2年に1回

検診受診までのながれ

詳しくは、町ホームページをご覧ください

※昨年度、町のがん検診の受診者（胃（胃内視鏡検査）・乳・子宮頸がん検診は、前々年度受診者）の
方に、5月下旬にがん検診の案内を送りましたが、案内通知なしで、申し込みや受診は可能です。

検診の方法を選ぶ

受診する

集団検診（公共施設で受ける検診） 病院検診（指定医療機関で受ける検診）

日程を決める 医療機関を決める

予約をする
・予約フォーム
・電話　健康介護課　058‐388‐7171

申込みをする
指定医療機関に直接申込み

集団検診　※今年度より予約制となりました。フォームか電話で予約をしてください。

病院検診　指定医療機関に直接申し込みしてください。実施の期間、検診の種類は病院によって異なります

◎検診日の約1週間前に検診票や採便容器等一式を郵送します。

《持ち物》 ・がん検診票（指定医療機関に設置）・採便容器（大腸がん検診受診者）・眼鏡（必要な方）
 ・住所、生年月日の分かる物・検診自己負担金

《注意事項》
問診等により、希望されたがん検診をお断りする場合もありますので、ご了承ください。自覚症
状がある場合は、がん検診を待たず、医療機関を受診してください。受診結果が「要精密検査」と
なった際には必ず精密検査を受けてください。がん検診で必ずがんを見つけられるわけではあ
りません。また、がんでなくても検査結果が「要精密検査」となる場合もあります

7月21日
7月23日
8月7日
8月25日
9月4日
9月24日
10月22日
10月29日

11月21日

11月22日

12月20日

医療機関名
愛生病院
伊藤内科
岩村医院
片山クリニック
小寺医院
こめの医院
羽島クリニック
ひらたクリニック
松波総合病院
森本内科・皮ふ科
吉田胃腸科
ぎなんレディースクリニック
サンライズクリニック
岐阜・胃と大腸の内視鏡安藤おなかクリニック
けやきクリニック

胃エックス線
◎
◎

◎

◎
◎
◎

電話
388‐3300
387‐2257
387‐0180
388‐8700
387‐4504
387‐6010
387‐6161
387‐3378
388‐0111
388‐3600
387‐2217
201‐5760
247‐3307
245‐3300
213‐3310

会場

福祉健康
センター

福祉会館

受付時間

9時～11時

予約方法
予約フォーム 電話

健康介護課
（開庁時間内）
☎388‐7171

総合交流
センター

福祉健康
センター

受診可能
な検診

胃
肺

大腸
乳

予約期間

6月10日～
検診日の2週間
前まで
なお定員に達し
次第受付を終了
とします

胃
肺

大腸

乳

曜日

火
木
金
火
金
木
木
木

土

日

日

平
　
　
日

休
　
　
日

病院検診実施医療機関一覧表　　　　〇：実施　◎：事前予約が必要
胃内視鏡

◎

◎
◎
◎

肺
◎
○
○
◎
○

○
○
◎
○
○

大腸
◎
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

乳

◎
◎

◎

子宮頸

◎

◎

◎
◎

胃部エックス線 胃内視鏡検査

※令和8年度より変更となりました。

▲詳しくはこちら

令和8年6月号
第1189号18 令和8年6月号

第1189号 19

C K C K



がん検診（集団・病院）
　がんは日本の死亡原因の上位に位置し、早期発見・早期治療のために検診を継続的に受診するこ
とが大切です。町では身近な町内の公共施設で行う集団検診、指定医療機関で行う病院検診があり
ます。この機会にぜひ受診しましょう。

日にち

がん検診の概要

検診内容

年度末年齢

胃がん検診
肺がん検診 大腸がん検診 乳がん検診

（女性のみ）
子宮頸がん
検診

（女性のみ）

20歳～39歳 － － － － － ○

40歳～49歳 ○ － ○ ○ ○ ○

50歳～59歳 ○ ○奇数年齢のみ ○ ○ ○ ○

60歳～69歳 ○ ○奇数年齢のみ ○ ○ ○ ○

70歳以上 ○ ○奇数年齢のみ ○ ○ ○ ○

自己負担金 700円 300円 300円 700円

実施時期 7月～11月の
予約日

7月～11月の
予約日

7月～11月の
予約日

7月～10・12月の
予約日

自己負担金 2,500円※ 2,500円※ 1,000円※ 500円 1,500円※ 1,000円

実施時期 6月1日～
11月30日

6月1日～
翌年2月28日

6月1日～
11月30日

6月1日～
11月30日

6月1日～
翌年1月31日

6月1日～
翌年1月31日

集
団

対
象
者

病
院

受診間隔 年1回 2年に1回 年1回 年1回 2年に1回 2年に1回

検診受診までのながれ

詳しくは、町ホームページをご覧ください

※昨年度、町のがん検診の受診者（胃（胃内視鏡検査）・乳・子宮頸がん検診は、前々年度受診者）の
方に、5月下旬にがん検診の案内を送りましたが、案内通知なしで、申し込みや受診は可能です。

検診の方法を選ぶ

受診する

集団検診（公共施設で受ける検診） 病院検診（指定医療機関で受ける検診）

日程を決める 医療機関を決める

予約をする
・予約フォーム
・電話　健康介護課　058‐388‐7171

申込みをする
指定医療機関に直接申込み

集団検診　※今年度より予約制となりました。フォームか電話で予約をしてください。

病院検診　指定医療機関に直接申し込みしてください。実施の期間、検診の種類は病院によって異なります

◎検診日の約1週間前に検診票や採便容器等一式を郵送します。

《持ち物》 ・がん検診票（指定医療機関に設置）・採便容器（大腸がん検診受診者）・眼鏡（必要な方）
 ・住所、生年月日の分かる物・検診自己負担金

《注意事項》
問診等により、希望されたがん検診をお断りする場合もありますので、ご了承ください。自覚症
状がある場合は、がん検診を待たず、医療機関を受診してください。受診結果が「要精密検査」と
なった際には必ず精密検査を受けてください。がん検診で必ずがんを見つけられるわけではあ
りません。また、がんでなくても検査結果が「要精密検査」となる場合もあります

7月21日
7月23日
8月7日
8月25日
9月4日
9月24日
10月22日
10月29日

11月21日

11月22日

12月20日

医療機関名
愛生病院
伊藤内科
岩村医院
片山クリニック
小寺医院
こめの医院
羽島クリニック
ひらたクリニック
松波総合病院
森本内科・皮ふ科
吉田胃腸科
ぎなんレディースクリニック
サンライズクリニック
岐阜・胃と大腸の内視鏡安藤おなかクリニック
けやきクリニック

胃エックス線
◎
◎

◎

◎
◎
◎

電話
388‐3300
387‐2257
387‐0180
388‐8700
387‐4504
387‐6010
387‐6161
387‐3378
388‐0111
388‐3600
387‐2217
201‐5760
247‐3307
245‐3300
213‐3310

会場

福祉健康
センター

福祉会館

受付時間

9時～11時

予約方法
予約フォーム 電話

健康介護課
（開庁時間内）
☎388‐7171

総合交流
センター

福祉健康
センター

受診可能
な検診

胃
肺

大腸
乳

予約期間

6月10日～
検診日の2週間
前まで
なお定員に達し
次第受付を終了
とします

胃
肺

大腸

乳

曜日

火
木
金
火
金
木
木
木

土

日

日

平
　
　
日

休
　
　
日

病院検診実施医療機関一覧表　　　　〇：実施　◎：事前予約が必要
胃内視鏡

◎

◎
◎
◎

肺
◎
○
○
◎
○

○
○
◎
○
○

大腸
◎
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

乳

◎
◎

◎

子宮頸

◎

◎

◎
◎

胃部エックス線 胃内視鏡検査

※令和8年度より変更となりました。

▲詳しくはこちら
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6月のカレンダー
各種相談窓口
内　　容 日にち 受付時間 場　所

法律相談・
悩みごと相談

消費生活相談

特設人権相談

介護相談

こころの相談
（要予約）

行政相談

心配ごと相談

17日（水）13：00～15：00
（20分/人） 福祉会館

※事前に電話でお申し込みください。☎388‐1111
※笠松町在住の方に限る。

1日（月）
15日（月）

9：00～15：00 役場
環境経済課

5日（金）10：00～15：00
☎388‐1301

福祉会館
人権擁護委員
岩村 雅人（門　間）　　千村 ゆかり（東陽町）
勅使川原 久貴子（西宮町）
大野 健司（下柳川町）　纐纈 英子　（田　代）
杉山 詞一（円城寺）　　森 眞理子　（米　野）

行政相談員
森 光彌（米野） 箕浦 久子（新町）

※事前に電話でお申し込みください。☎388‐7133

月曜日
～金曜日

（祝日は除く）
8：30～17：15

福祉会館12日（金）13：30～15：30

障がい者相談
身体障害者相談員
岩田 賢一（田代） 田島 佳代子（無動寺）

知的障害者相談員
樋口 一子（北及）

福祉会館12日（金）13：30～15：30

在宅相談　担当地域民生委員

地域包括
支援センター

（福祉健康センター内）

内　　容 日にち 受付時間 場　所

☎388‐7171

妊娠・出産
子育て
総合相談

月曜日～金曜日
（祝日は除く） 8：30～17：15

こども家庭
センター

（福祉健康センター内）

■今月のお休み

■今月のおはなしかい

図書室からのお知らせ

笠松中央
交流センター

26日（金）

松枝
交流センター

総合
交流センター

笠松中央交流センター
13日（土）10：30～

　図書室利用者カードの交付から5年以上経過してい
る方は、図書室窓口で更新手続きをしてください。

今月の納税納付期限は6月30日（火）です 期限内納付にご協力ください

金融機関などの窓口納付や口座振替のほかに、簡単に納付できる税金、料金があります。
◎バーコードがある納付書
　コンビニやスマートフォン決済アプリでも納付できます。
　利用できる税金、料金、利用期限や利用上限額など、詳しくは町ホームページをご覧くだ
さい。
◎QRコードやeL番号がある納付書
　固定資産税と軽自動車税の納付書に「QRコード（eL‐QR）」や「eL番号（納付書番
号）」の記載がある場合は、より多くのスマートフォン決済アプリやクレジットカード払いなど
の多様な納付方法が選択できます。詳しくは、「地方税お支払サイト」をご覧ください。
◎クレジットカードでの支払い
　水道料金・下水道使用料はクレジットカードでもお支払いいただけます。あらかじめ申請
手続きが必要です。詳しくは町ホームページをご覧ください。

スマートフォン決済アプリ

地方税お支払サイト

クレジットカードでの支払い

町県民税
介護保険料
保育料（0～2歳児）

放課後児童クラブ利用料
学校給食費

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

1期分
1期分
6月分

6月分
3期分

18日（木）13：00～14：30 福祉健康
センター

※16日（火）までに電話でお申し込み
ください。☎388‐7171

CCNチャンネル　6月のおすすめ番組

午後 ～
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6月のカレンダー
各種相談窓口
内　　容 日にち 受付時間 場　所

法律相談・
悩みごと相談

消費生活相談

特設人権相談

介護相談

こころの相談
（要予約）

行政相談

心配ごと相談

17日（水）13：00～15：00
（20分/人） 福祉会館

※事前に電話でお申し込みください。☎388‐1111
※笠松町在住の方に限る。

1日（月）
15日（月）

9：00～15：00 役場
環境経済課

5日（金）10：00～15：00
☎388‐1301

福祉会館
人権擁護委員
岩村 雅人（門　間）　　千村 ゆかり（東陽町）
勅使川原 久貴子（西宮町）
大野 健司（下柳川町）　纐纈 英子　（田　代）
杉山 詞一（円城寺）　　森 眞理子　（米　野）

行政相談員
森 光彌（米野） 箕浦 久子（新町）

※事前に電話でお申し込みください。☎388‐7133

月曜日
～金曜日

（祝日は除く）
8：30～17：15

福祉会館12日（金）13：30～15：30

障がい者相談
身体障害者相談員
岩田 賢一（田代） 田島 佳代子（無動寺）

知的障害者相談員
樋口 一子（北及）

福祉会館12日（金）13：30～15：30

在宅相談　担当地域民生委員

地域包括
支援センター

（福祉健康センター内）

内　　容 日にち 受付時間 場　所

☎388‐7171

妊娠・出産
子育て
総合相談

月曜日～金曜日
（祝日は除く） 8：30～17：15

こども家庭
センター

（福祉健康センター内）

■今月のお休み

■今月のおはなしかい

図書室からのお知らせ

笠松中央
交流センター

26日（金）

松枝
交流センター

総合
交流センター

笠松中央交流センター
13日（土）10：30～

　図書室利用者カードの交付から5年以上経過してい
る方は、図書室窓口で更新手続きをしてください。

今月の納税納付期限は6月30日（火）です 期限内納付にご協力ください

金融機関などの窓口納付や口座振替のほかに、簡単に納付できる税金、料金があります。
◎バーコードがある納付書
　コンビニやスマートフォン決済アプリでも納付できます。
　利用できる税金、料金、利用期限や利用上限額など、詳しくは町ホームページをご覧くだ
さい。
◎QRコードやeL番号がある納付書
　固定資産税と軽自動車税の納付書に「QRコード（eL‐QR）」や「eL番号（納付書番
号）」の記載がある場合は、より多くのスマートフォン決済アプリやクレジットカード払いなど
の多様な納付方法が選択できます。詳しくは、「地方税お支払サイト」をご覧ください。
◎クレジットカードでの支払い
　水道料金・下水道使用料はクレジットカードでもお支払いいただけます。あらかじめ申請
手続きが必要です。詳しくは町ホームページをご覧ください。

スマートフォン決済アプリ

地方税お支払サイト

クレジットカードでの支払い

町県民税
介護保険料
保育料（0～2歳児）

放課後児童クラブ利用料
学校給食費

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

1期分
1期分
6月分

6月分
3期分

18日（木）13：00～14：30 福祉健康
センター

※16日（火）までに電話でお申し込み
ください。☎388‐7171

CCNチャンネル　6月のおすすめ番組

午後 ～
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Town Topics　まちの話題
令和8年度　町内会長のご紹介
65歳以上の方の介護保険料のお知らせ
Information Box　町からのお知らせ

　5月2日に開催されたFC岐阜「笠松町ホームタウン
デー」。ジュニアスペシャルマッチでは、松枝サッカー
スポーツ少年団の子どもたちが参加しました。写真は
懸命にボールを追いかけている一幕です。憧れのスタ
ジアムで日ごろの練習の成果を発揮しました。
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この広報紙は再生紙を使用しています。QRコードは㈱デンソーウェーブの登録商標です。

「こんにちは」コーナーの「こんにちは」コーナーの
赤ちゃんを募集します赤ちゃんを募集します
「こんにちは」コーナーの
赤ちゃんを募集します

c企画DX課　☎388‐1113

Hello!Hello!Hello! 今月の笠松っ子です。
すくすく大きくな～れ！んん ちちここ にに ははんん ちちここ にに ははんん ちちここ にに ははん ちこ に は

応募対象

応募期限

令和7年8月生まれの赤ちゃん
6月22日（月） 応募はこちらから蜷

お喋り大好き笑顔いっぱいのきーちゃん♡
楽しい毎日をありがとう♡
元気にすくすく大きくなあれ！

（円城寺）
ちゃん

なかしま きほ

中島 令和7年6月10日生
中島 瞬・百栄さんの子葵帆

笑顔ニコニコな士綺くん！お兄ちゃんと仲良く過ごしてね♡♡

（田代）
くん

こもり しいき

小森 令和7年6月5日生
小森 俊輝・早希さんの子士綺

夏を迎える笠松の風物詩「みそぎ餅」の実演販売
はらえ

　本格的な夏を前にした「夏越しの祓」（毎年6月30日）に合わせて、今年も30日（火）限定で
実演販売します。
　みそぎ餅はやわらかい米粉生地でこし餡を包み、秘伝の味噌だれ
にごまを付けて焼く味わい深いお菓子です。
　半年間の無事に感謝し、残りの半年間も健康に過ごせるように
無病息災・除災招福を祈ります。

6月30日（火）午前9時ごろ～（売り切れ次第終了）
笠松中央交流センター　特設会場（玄関横デッキ下）
1パック5本入1,000円（1本200円）
※約5,000本準備予定
※予約販売は行っておりません 主催　笠松菓子組合

ホームページアドレス https://www.town.kasamatsu.gifu.jp/
●発行・編集／笠松町・企画DX課　〒５０１‐６１８１ 岐阜県羽島郡笠松町司町１  ☎058-388-1113  FAX.058-387-5816

販売日時
販売場所
販売価格

HPはこちら 公式ＬＩＮＥ

［外構工事・断熱窓・玄関工事の専門店］
～外構工事も合わせてご提案できます～
［外構工事・断熱窓・玄関工事の専門店］
～外構工事も合わせてご提案できます～
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